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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の

取引の適正化に関する法律に基づく計画認定等事務取扱要領 

 

農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知 

制定：令和７年 10月１日付け７新食第 1519号 

改正：令和８年４月７日付け８新食第 22号 

 

第１ 趣旨 

この要領は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の

促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号。以下「法」とい

う。）、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び

食品等の取引の適正化に関する法律施行令（平成３年政令第 256 号。以下「施行令」と

いう。）、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則（平成３年農林水産省令第 38 号。以下

「規則」という。）、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活

動の促進に関する基本的な方針（令和７年農林水産省告示第1440号。以下「基本方針」

という。）その他関係法令に基づき、法第６条第１項、第８条第１項、第９条第１項及

び第10条第１項に規定する安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、

環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画（以下「安定取引関係確立事

業活動計画等」という。）の認定等、法第 11 条第１項に規定する連携支援計画の認定等

の事務について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 安定取引関係確立事業活動計画等の認定等の手続（法第６条から第 10 条まで関係） 

１ 安定取引関係確立事業活動計画等の申請方法等 

安定取引関係確立事業活動計画等の認定を受けようとする食品等事業者（以下第２

において「申請者」という。）は、規則第３条、第６条、第８条又は第 10 条の規定に

基づき、別記様式第１号の申請書に、別記様式第２号の安定取引関係確立事業活動計

画等その他必要書類を添付し、当該申請者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄

する地方支分部局（北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局）の長（以下「地方農政局長等」という。）に提出するものとする。た

だし、次の①から③までのいずれかの場合においては、当該申請書類等を農林水産大

臣に提出するものとする。なお、第４の８に規定する食料システム構築計画のみなし

措置の適用を受けようとするとき（①に該当する場合を除く。）は、当該申請者の住

所地又は主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長等（③に該当する場合にあっ

ては、本社の所在地の都道府県を管轄する地方農政局長等）に提出するものとする。 

① 申請者が、法第 14条に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機

構（以下「研究機構」という。）からの研究開発設備等の供用やこれに関する専門

家の派遣その他必要な協力（以下「研究開発設備等の供用等」という。）、法第 16条

に規定する株式会社日本政策金融公庫の債務の保証、法第 17条に規定する産業競争

力強化法（平成 25年法律第 98号）の特例又は法第 23条第１号に規定する食品等持
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続的供給推進機構（以下「推進機構」という。）の債務の保証を受けようとする場

合 

② 当該計画に記載された事業活動に要する経費について国の補助が見込まれる場合

（安定取引関係確立事業活動計画又は連携支援計画に基づく国の補助が見込まれる

場合にあっては、①又は③のいずれかに該当するときに限る。） 

③ 当該計画が複数の地方支分部局の管轄区域において行われる事業活動に係るもの

である場合 

２ 安定取引関係確立事業活動計画等の認定審査 

（１）認定審査における留意事項 

農林水産大臣及び地方農政局長等（以下「計画認定者」という。）は、安定取引関

係確立事業活動計画等（法第６条第３項、第８条第３項、第９条第３項及び第 10 条

第３項に規定する措置（以下「関連措置」という。）を含む。３及び４において同

じ。）の認定（４による認定された安定取引関係確立事業活動計画等の変更の認定を

含む。以下第２の２及び３（３の（５）を除く。）において同じ。）に当たっては、

次の①から⑦までに特に留意しつつ、法第６条第５項各号、第８条第５項各号、第

９条第５項各号又は第 10条第５項各号に適合するか審査を行うものとする。 

①  安定取引関係確立事業活動計画等の内容が、申請者の行う事業や食品産業を取

り巻く環境の変化に応じた具体的な課題に対処しており、基本方針に照らして適

切なものとなっていること。 

②  安定取引関係確立事業活動計画等の内容の整合性がとれており、かつ、実施時

期、スケジュール、人員及び経営状況等から見て、当該安定取引関係確立事業活

動計画等が円滑かつ確実に実施できるものとなっていること。 

③  安定取引関係確立事業活動計画等の目標が、事業活動内容や実施時期等を踏ま

えた妥当なものとなっていること。 

④ 安定取引関係確立事業活動計画等を実施するために必要な資金の額が設定され

ており、かつ、その調達方法が適切であること。 

⑤ 事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の

増進に寄与する程度が確実であると見込まれること。 

⑥ 必要な書類が全て提出されていること。 

⑦ その他認定にふさわしくない特段の事情がないと認められること。 

（２）標準処理期間 

安定取引関係確立事業活動計画等の認定に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）

第６条の標準処理期間は、45日とする。 

（３）関係機関との連絡調整 

① 計画認定者は、提出のあった安定取引関係確立事業活動計画等の対象となる事

業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）に対し通知を行うときは、法

第６条第６項（法第８条第６項、第９条第７項及び第 10 条第６項において準用す

る場合を含む。）に基づき、遅滞なく、別記様式第３号により通知書及び当該申請

のあった安定取引関係確立事業活動計画等を送付するものとし、当該事業所管大

臣から意見がある場合には、当該意見を書面（電磁的記録によるものを含む。以

下同じ。）により受理するものとする。 
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② 計画認定者は、第４に規定する措置（以下「特例措置」という。）の適用に係る

安定取引関係確立事業活動計画等の認定の申請を受けたときは、必要に応じ、当

該申請をした食品等事業者（関連措置を実施する者を含む。）の了承を得た上で、

当該特例措置の関係機関に対して、当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計

画等を送付して、連絡調整を行うものとする。 

③ 地方農政局長等（第２の１の①から③までに該当する場合には農林水産大臣）

は、申請のあった安定取引関係確立事業活動計画等に中小企業等経営強化法（平

成 11 年法律第 18 号）第２条第 10 項に規定する経営力向上に関する事項が記載さ

れている場合であって、当該事項が農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係

るものであるときは、法第６条第８項（法第８条第６項、第９条第７項及び第 10

条第６項において準用する場合を含む。）に基づき、中小企業等経営強化法第 73

条第４項に規定する大臣（同法第 75 条第１項の規定により当該大臣の権限を行う

こととされた地方支分部局の長を含む。）に別記様式第４号による協議書を送付し

て協議し、書面によりその同意を得るものとする。 

④ 農林水産大臣は、申請のあった安定取引関係確立事業活動計画等に産業競争力

強化法第２条第 17 項に規定する事業再編（以下「事業再編」という。）に関する

事項又は申請のあった環境負荷低減事業活動に同法第 21 条の 20 第２項第２号に

規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応（以下「事業適応」という。）に関

する事項が記載されている場合であって、当該事項が農林水産大臣の所管する事

業以外の事業に係るものであるときは、それぞれ法第６条第９項（法第８条第６

項、第９条第７項及び第 10 条第６項において準用する場合を含む。）又は第９条

第６項に基づき、産業競争力強化法第 147 条第 1 項第７号又は第９号に定める大

臣（同法第 148 条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分

部局の長を含む。）に別記様式第５号又は別記様式第６号による協議書を送付して

協議し、書面によりその同意を得るものとする。 

３ 安定取引関係確立事業活動計画等の認定結果の通知及び公表 

（１）認定の通知 

計画認定者は、法第６条第５項、第８条第５項、第９条第５項及び第 10 条第５項

に基づき、安定取引関係確立事業活動計画等の認定をしたときは、申請者に対し、

別記様式第７号により、認定通知書を交付するものとする。 

（２）関係機関への通知 

① 地方農政局長等は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定をした場合は、当

該認定に係る認定通知書及び安定取引関係確立事業活動計画等を添えて、農林水

産省新事業・食品産業部食料システム連携推進室に通知するものとする。 

② 農林水産大臣は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定をした場合において、

当該計画に研究機構の保有する設備等の利用の内容に関する事項が記載されてい

るときは、法第６条第 10 項（法第８条第６項、第９条第７項及び第 10 条第６項

において準用する場合を含む。）に基づき、遅滞なく、別記様式第８号とともに当

該認定に係る認定通知書及び安定取引関係確立事業活動計画等を添えて、研究機

構に通知するものとする。 

③ 計画認定者は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定をした場合は、必要に
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応じて、関係機関に対して通知するものとする。その際、必要に応じ、当該認定

に係る認定通知書及び安定取引関係確立事業活動計画等を添えて行うものとする。 

（３）関係機関への情報提供 

計画認定者は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定をした場合において、当

該安定取引関係確立事業活動計画等の申請者が次の①から③までに定める場合に該

当するときには、それぞれ対応する者に対して、当該安定取引関係確立事業活動計

画等の認定をした旨の情報提供を行うこととする。その際、必要に応じ、当該認定

に係る認定通知書及び安定取引関係確立事業活動計画等を添えて行うものとする。 

① 法第 15 条並びに沖縄振興開発金融公庫法（昭和 47 年法律第 31 号）第 19 条第

１項第４号及び沖縄振興開発金融公庫法施行令（昭和 47 年政令第 186 号）第２条

第６号に規定する株式会社日本政策金融公庫（沖縄県においては、沖縄振興開発

金融公庫。以下「公庫」という。）による資金の貸付けの措置の適用を受ける場合 

当該安定取引関係確立事業活動計画等の申請者の住所地又は主たる事務所の所在

地を管轄する公庫の担当支店 

② 法第 16 条に規定する措置（株式会社日本政策金融公庫による債務の保証）の適

用を受ける場合 当該流通合理化事業活動計画の申請者の住所地又は主たる事務

所の所在地を管轄する株式会社日本政策金融公庫の担当支店 

③ 法第 23 条第１号に規定する措置（推進機構による債務の保証）の適用を受ける

場合 推進機構の長 

（４）不認定の通知 

計画認定者は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定をしないときは、申請者

に対し、別記様式第９号により、認定をしない理由を明らかにした上で、その旨を

通知するものとする。 

（５）認定の公表 

農林水産大臣は、計画認定者が安定取引関係確立事業活動計画等の認定をしたと

きは、当該計画の概要を農林水産省のホームページにおいて公表するものとする。

また、農林水産大臣の認定を受けた安定取引関係確立事業活動計画等（以下「認定

安定取引関係確立事業活動計画等」という。）が産業競争力強化法第 23 条第１項の

認定があったものとみなされるときにあっては別記様式第 10 号の１により、事業再

編に関する事項の内容を、また、農林水産大臣の認定を受けた環境負荷低減事業活

動計画が同法第 21 条の 22 第１項の認定があったとみなされるときにあっては別記

様式第 10号の２により、事業適応に関する事項の内容を公表するものとする。 

４ 認定を受けた安定取引関係確立事業活動計画等の変更 

（１）安定取引関係確立事業活動計画等の変更の申請方法等 

認定安定取引関係確立事業活動計画等の変更をしようとする場合、申請者は、規

則第５条（規則第６条第３項、第８条第３項及び第 10 条第３項において準用する場

合を含む。）に基づき、別記様式第 11 号の申請書に、変更後の安定取引関係確立事

業活動計画等（別記様式第２号）及び変更前の認定安定取引関係確立事業活動計画

等に従って行われる安定取引関係確立事業活動等の実施状況を記載した書類（別記

様式第 12 号）その他必要書類を添付し、提出するものとする。なお、提出先及び提

出方法については、１を準用する。 



 

5 

（２）変更の認定の公表 

農林水産大臣は、産業競争力強化法第 23 条第１項の認定があったものとみなされ

る認定安定取引関係確立事業活動計画等の変更を認定した場合であって、当該認定

に事業再編に関する事項の変更が含まれるときは、別記様式第 10 号の３により、当

該事項の変更の内容を、同法第 21 条の 22 第１項の認定があったものとみなされる

認定環境負荷低減事業活動計画の変更を認定した場合であって、当該認定に事業適

応に関する事項の変更が含まれるときは、別記様式第 10 号の４により、当該事項の

変更の内容を公表するものとする。 

５ 安定取引関係確立事業活動計画等の認定の取消し 

（１）指導及び助言の実施 

計画認定者は、第５に定める報告の徴収等により、特段の理由がないにもかかわ

らず認定後１年を経過してもなお事業に着手していないなど、認定安定取引関係確

立事業活動計画等（４の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。

以下同じ。）に従って安定取引関係確立事業活動等が適切に実施されていないと認め

られる場合には、認定を受けた食品等事業者に対し、必要な指導及び助言を行うも

のとする。 

（２）認定の取消し 

計画認定者は、（１）の指導及び助言を行ったにもかかわらず、なお事業の着手が

見込まれないなど、認定安定取引関係確立事業活動計画等に従って安定取引関係確

立事業活動等が適切に実施していないと認められる場合（関連措置が適切に実施さ

れていないと認められる場合を含む。）には、法第７条第２項（法第８条第７項、第

９条第８項及び第 10 条第７項において準用する場合を含む。）に基づき、行政手続

法等の関係法令に規定する手続を行い、認定を取り消し、別記様式第 13 号により、

認定を取り消された食品等事業者に対して通知するものとする。 

（３）関係機関への通知等 

農林水産大臣は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定を取り消した場合には、

法第７条第３項（法第８条第７項、第９条第８項及び第 10 条第７項において準用す

る場合を含む。）において準用する法第６条第 10 項に基づき、研究機構に対して、

遅滞なく、別記様式第 14 号により、認定を取り消した旨を通知するものとする。ま

た、計画認定者は、認定を取り消す認定安定取引関係確立事業活動計画等の内容及

び利用する支援措置に応じ、関係機関に対して、認定を取り消した旨を通知するも

のとする。 

なお、安定取引関係確立事業活動計画等の認定を取り消された食品等事業者が、

当該安定取引関係確立事業活動等の実施に必要な資金として、公庫の資金を借り入

れている場合にあっては、当該借入金についての繰上償還等の手続が、株式会社日

本政策金融公庫による債務の保証を受けている場合にあっては、当該保証について

は事前償還の手続が、推進機構による債務の保証を受けている場合（関連措置を行

う者を含む。）にあっては、当該保証の中止の手続が必要となる。このため、計画認

定者は当該借入金に係る認定を取り消したときは公庫、当該保証に係る認定を取り

消したときは株式会社日本政策金融公庫又は推進機構にその旨を通知するとともに、

認定を取り消された者に対し、速やかにこれらの関係機関に認定が取り消された旨
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を報告するよう指示する。 

 （４）認定取消しの申出 

安定取引関係確立事業活動計画等の認定を受けた食品等事業者は、災害その他の

事情により安定取引関係確立事業活動等を継続することが困難である等の場合には、

別記様式第 15 号により、計画認定者に対し、認定の取消しを申し出ることができる

ものとする。なお、提出先及び提出方法については、１を準用する。 

（５）その他の認定取消し 

計画認定者は、（２）によるもののほか、安定取引関係確立事業活動計画等に故意

又は重大な過失により虚偽の記載が行われた場合など、認定の根拠が失われたと認

められる場合には、必要に応じ、その認定を取り消すものとする。この場合には、

（２）及び（３）を準用する。 

（６）認定の取消しの公表 

農林水産大臣は、産業競争力強化法第 23 条第１項の認定があったものとみなされ

る認定安定取引関係確立事業活動計画等の認定を取り消したときにあっては、別記

様式第 10 号の５により、同法第 21 条の 22第１項の認定があったものとみなされる

認定環境負荷低減事業活動計画の認定を取り消したときにあっては、別記様式第 10

号の６により、その旨を公表するものとする。 

 

第３ 連携支援計画の認定等の手続（法第 11条及び第 12条関係） 

１ 連携支援計画の申請方法等 

（１）連携支援計画の認定を受けようとする支援機関（安定取引関係確立事業活動等に

対する支援の事業を行う者。以下第３において「申請者」という。）は、規則第 12

条の規定に基づき、別記様式第 16 号の申請書に、別記様式第 17 号の連携支援計画

その他必要書類を添付し、当該申請者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄す

る地方農政局長等に提出するものとする。ただし、次のいずれかの場合においては、

当該申請書類等を農林水産大臣に提出するものとする。 

  ① 申請者が、法第 18 条に規定する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和 30年法律第 179号。以下「補助金等適正化法」という。）第 22条に規

定する財産の処分の制限に係る承認の手続の特例又は法第 23 条第１号に規定す

る推進機構の債務の保証を受けようとする場合 

  ② 当該計画が複数の地方支分部局の管轄区域において行われる事業活動に係るも

のである場合 

（２）２以上の支援機関が共同で連携支援計画の認定の申請を行う際には、代表者を１

名定めて又は連名で行うものとする。 

２ 連携支援計画の認定審査 

（１）認定審査における留意事項 

計画認定者は、連携支援計画の認定（認定された連携支援計画の変更の認定を含

む。以下第３の２及び３において同じ。）に当たっては、次の①から⑥までに特に留

意しつつ、法第 11条第４項各号に適合するか審査を行うものとする。 

① 連携支援計画の内容が、基本方針に照らして適切であり、食品等事業者の行う

安定取引関係確立事業活動等の促進に寄与するものとなっていること。 
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② 連携支援計画の内容の整合性がとれており、かつ、実施時期、スケジュール等

からみて当該連携支援計画が円滑かつ確実に実施できるものとなっていること。 

③ 連携支援計画の目標が、活動内容や実施時期等を踏まえた妥当なものとなって

いること。 

④ 連携支援事業を実施する者の役割分担と連携の方法が明確にされていること。 

⑤ 必要な書類が全て提出されていること。 

⑥ その他認定にふさわしくない特段の事情がないと認められること。 

（２）標準処理期間 

連携支援計画の認定に係る行政手続法第６条の標準処理期間は、45日とする。 

（３）関係機関との連絡調整 

① 農林水産大臣は、申請のあった連携支援計画に法第 11 条第３項に規定する補助

金等交付財産の活用に関する事項が記載されているときは、法第 11 条第４項に基

づき、当該補助金等交付財産を所管する行政機関の長に別記様式第 18 号による協

議書を送付して協議し、書面によりその同意を得るものとする。 

② 農林水産大臣は、申請のあった連携支援計画に法第 23 条第１号に規定する推進

機構による債務の保証に関する事項が記載されているときは、必要に応じ、申請

者の了承を得た上で、推進機構に対して、当該申請に係る連携支援計画を送付し

て、連絡調整を行うものとする。 

３ 連携支援計画の認定結果の通知及び公表 

（１）認定の通知 

計画認定者は、法第 11 条第４項に基づき、連携支援計画の認定をしたときは、申

請者に対し、別記様式第 19号により、認定通知書を交付するものとする。 

（２）関係機関への通知 

  地方農政局長等は、連携支援計画の認定をした場合は、当該認定に係る認定通知

書及び連携支援計画を添えて、農林水産省新事業・食品産業部食料システム連携推

進室に通知するものとする。また、計画認定者は、連携支援計画の認定をした場合

は、必要に応じて、関係機関に対して通知するものとする。その際、必要に応じ、

当該認定に係る認定通知書及び連携支援計画を添えて行うものとする。 

（３）関係機関への情報提供 

農林水産大臣は、連携支援計画の認定をした場合において、当該連携支援計画の

申請者が法第 23 条第１号に規定する措置（推進機構による債務の保証）の適用を受

ける場合は、推進機構の長に対して、当該連携支援計画の認定をした旨の情報提供

を行うこととする。 

（４）不認定の通知 

計画認定者は、連携支援計画の認定をしないときは、申請者に対し、別記様式第

20号により認定をしない理由を明らかにした上で、その旨を通知するものとする。 

（５）概要の公表 

農林水産大臣は、計画認定者が連携支援計画の認定をしたときは、当該計画の概

要を農林水産省のホームページにおいて公表するものとする。 

４ 認定を受けた連携支援計画の変更の申請 

認定を受けた連携支援計画（以下「認定連携支援計画」という。）の変更をしよう



 

8 

とする場合、申請者は、規則第 13 条に基づき、別記様式第 21 号の申請書に、変更後

の連携支援計画（別記様式第 17号）及び変更前の認定連携支援計画に従って行われる

連携支援事業の実施状況を記載した書類（別記様式第 22号）その他必要書類を添付し、

提出するものとする。なお、提出先及び提出方法については、１を準用する。 

５ 連携支援計画の認定の取消し 

（１）指導及び助言の実施 

計画認定者は、第５の報告の徴収等により、特段の理由がないにもかかわらず認

定後１年を経過してもなお事業に着手していないなど、認定連携支援計画（４の規

定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）に従って連携

支援事業が適切に実施されていないと認められる場合には、認定を受けた支援機関

に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 

（２）認定の取消し 

計画認定者は、（１）の指導及び助言を行ったにもかかわらず、なお事業の着手が

見込まれないなど、認定連携支援計画に従って連携支援事業が適切に実施していな

いと認められる場合には、法第 12 条第２項に基づき、行政手続法等の関係法令に規

定する手続を行い、認定を取り消し、別記様式第 23 号により、認定を取り消された

支援機関に対して通知するものとする。 

（３）関係機関への通知等 

計画認定者は、連携支援計画の認定を取り消した場合には、当該連携支援計画の

認定をした際に通知した関係機関に対して、遅滞なく、認定を取り消した旨を通知

するものとする。また、連携支援計画の認定を取り消された者が、推進機構の債務

の保証を受けている場合は、当該保証の中止の手続が必要となる。このため、農林

水産大臣は当該債務の保証に係る認定を取り消したときは推進機構にその旨を通知

するとともに、認定を取り消された者に対し、速やかに推進機構に認定が取り消さ

れた旨を報告するよう指示する。 

（４）認定取消しの申出 

連携支援計画の認定を受けた支援機関は、災害その他の事情により連携支援事業

を継続することが困難である等の場合には、別記様式第 24 号により、計画認定者に

対し、認定の取消しを申し出ることができるものとする。なお、提出先及び提出方

法については、１を準用する。 

（５）その他の認定取消し 

計画認定者は、（２）によるもののほか、連携支援計画に故意又は重大な過失によ

り虚偽の記載が行われた場合など、認定の根拠が失われたと認められる場合には、

必要に応じ、その認定を取り消すものとする。この場合には、（２）及び（３）を準

用する。 

 

第４ 認定を受けた安定取引関係確立事業活動計画等又は連携支援計画に係る措置（法第

13条から第 18条まで及び第 23条関係等） 

１ 中小企業等経営強化法の特例（法第 13条） 

法第 13条の規定に基づく特例措置は、認定安定取引関係確立事業活動計画等に中小

企業等経営強化法第２条第 10 項に規定する経営力向上に関する事項が含まれるとき
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に、同法第 17条第１項の認定があったものとみなして、同法第 18条第２項、第 19条、

第 23条、第 29条、第 70条第３項及び第７項、第 71条第２項、第 73条第４項、第 75

条第１項並びに第 76 条並びに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 10 条の５

の３及び第 42条の 12の４の規定を適用するものである。 

地方農政局長等（第２の１の①から③までに該当する場合には農林水産大臣）は、

法第 13条の規定の適用に係る安定取引関係確立事業活動計画等の認定に当たっては、

次の①から③まで及び第２の２の（１）の事項に留意しつつ、法第６条第５項各号、

第８条第５項各号、第９条第５項各号又は第 10条第５項各号に適合するか審査を行う

ものとする。  

① 法第 13条の規定の適用を受けようとする食品等事業者から、安定取引関係確立事

業活動計画等の認定の申請に際して、別記様式第２号別添１その他必要書類の提出

を受ける必要があること。 

② 経営力向上に関する事項について、中小企業等経営強化法第 17条第６項の規定に

基づき経営力向上計画に係る認定基準に適合している必要があること。 

③ 当該事項が農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものであるときは、協

議により事業所管大臣の同意を得る必要があること。 

２ 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力（法第 14条） 

法第 14条の規定に基づく特例措置は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定を受

けた食品等事業者が、研究機構から研究開発設備等の供用等を受けることができると

するものである。ただし、研究開発設備等の供用等を受けようとする申請者は、安定

取引関係確立事業活動計画等の認定に加え、研究機構が別に定める様式により、研究

機構に対し、研究開発設備等の供用等の申込みを行う必要がある。 

このため、農林水産大臣は、同条の規定の適用に係る安定取引関係確立事業活動計

画等の認定に当たっては、次の①から③までの事項に留意しつつ、関係法令及び通知

に基づき必要な手続を適切に行うものとする。 

① 法第 14条の規定に基づき、研究開発設備等の供用等を受けようとする食品等事業

者から、安定取引関係確立事業活動計画等の認定に際して、別記様式第２号別添２

その他必要書類の提出を受ける必要があること。 

② 食品等事業者から研究開発設備等の供用等に係る事前の相談を受けた場合には、

研究機構と情報共有を図るとともに、当該食品等事業者に対して研究機構に事前の

相談を行うよう助言を行うこと。 

③ 研究機構による研究開発設備等の供用等に係る安定取引関係確立事業活動計画等

の認定をしたときは、遅滞なく、別記様式第８号により、その旨を研究機構に通知

すること。 

３ 公庫による資金の貸付け（法第 15 条並びに沖縄振興開発金融公庫法第 19 条第１項

第４号及び沖縄振興開発金融公庫法施行令第２条第６号） 

法第 15 条並びに沖縄振興開発金融公庫法第 19 条第１項第４号及び沖縄振興開発金

融公庫法施行令第２条第６号の規定に基づく特例措置は、安定取引関係確立事業活動

計画等の認定を受けた食品等事業者が、公庫から安定取引関係確立事業活動等の実施

に必要な資金の貸付けを受けることができるとするものである。ただし、公庫から資

金の貸付けを受けようとする申請者は、安定取引関係確立事業活動計画等の認定に加



 

10 

え、公庫が別に定める様式により、公庫に対し、借入れの申込みを行う必要がある。 

公庫からの当該資金の貸付けは、法、施行令、沖縄振興開発金融公庫法施行令（昭

和 47 年政令第 186 号）、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による

事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第 15条第１項の農林水産大臣

及び財務大臣が指定する資金（平成３年７月 31 日大蔵省・農林水産省告示第５号）、

沖縄振興開発金融公庫法施行令第２条第１号の規定に基づき主務大臣の指定するもの

を定める件（昭和 47 年総理府・大蔵省告示第４号）、株式会社日本政策金融公庫によ

る安定取引関係確立事業活動等に係る食品等持続的供給促進資金融通要綱（平成４年

２月３日３食流第 6094 号農林水産事務次官依命通知）、沖縄振興開発金融公庫による

安定取引関係確立事業活動等に係る食品等持続的供給促進資金融通措置要綱（平成４

年２月３日３食流第 6099号農林水産事務次官依命通知）その他関係法令及び通知に基

づき行われるものである。 

地方農政局長等（第２の１の①から③までに該当する場合には農林水産大臣）は、

法第 15条の規定の適用に係る安定取引関係確立事業活動計画等の認定に当たっては、

次の①から③までの事項に留意しつつ、関係法令及び通知に則して必要な手続を適切

に行うものとする。 

① 法第 15条の規定に基づき資金の貸付けを受けようとする食品等事業者から、安定

取引関係確立事業活動計画等の認定に際して、別記様式第２号別添３、別添４又は

別添５及び設備等の導入又は施設の整備を行う場合は別添６その他必要書類の提出

を受ける必要があること。 

② 食品等事業者から公庫による資金の貸付けに係る事前の相談を受けた場合には、

公庫と情報共有を図るとともに、当該貸付けを受けようとする食品等事業者に対し

て、公庫に事前の相談を行うよう助言を行うこと。 

③ 公庫による資金の貸付けを受けようとする安定取引関係確立事業活動計画等の認

定をしたときは、当該安定取引関係確立事業活動計画等の申請者の住所地又は主た

る事務所の所在地を管轄する公庫の担当支店にその旨の情報提供をすること。 

４ 株式会社日本政策金融公庫による債務の保証（法第 16条） 

法第 16 条の規定に基づく特例措置は、流通合理化事業活動計画の認定を受けた食

品等事業者が、流通合理化事業活動の実施に必要な長期の資金を海外の銀行等から借

り入れる際に、株式会社日本政策金融公庫から債務の保証を受けることができるとす

るものである。ただし、株式会社日本政策金融公庫から債務の保証を受けようとする

申請者は、流通合理化事業活動の認定に加え、株式会社日本政策金融公庫が別に定め

る様式により、株式会社日本政策金融公庫に対し、債務の保証の申込みを行う必要が

ある。 

農林水産大臣は、法第 16 条の規定の適用に係る流通合理化事業活動計画の認定に

当たっては、次の①から③までの事項に留意しつつ、関係法令及び通知に則して必要

な手続を適切に行うものとする。 

① 法第 16条の規定に基づき債務の保証を受けようとする食品等事業者から、流通合

理化事業活動計画の認定に際して、設備等の導入又は施設の整備を行う場合は別記

様式第２号別添６その他必要書類の提出を受ける必要があること。 

② 食品等事業者から株式会社日本政策金融公庫による債務の保証に係る事前の相談
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を受けた場合には、株式会社日本政策金融公庫と情報共有を図るとともに、当該債

務の保証を受けようとする食品等事業者に対して、公庫に事前の相談を行うよう助

言を行うこと。 

③ 株式会社日本政策金融公庫による債務の保証を受けようとする流通合理化事業活

動計画の認定をしたときは、当該流通合理化事業活動計画が行われる区域を管轄す

る株式会社日本政策金融公庫の担当支店にその旨の情報提供をすること。 

５ 産業競争力強化法の特例（法第 17条（第３項を除く。）） 

法第 17 条（第３項を除く。以下この項において同じ。）の規定に基づく特例措置は、

認定安定取引関係確立事業活動計画等に産業競争力強化法第２条第 17項に規定する事

業再編に関する事項が含まれるときに、同法第 23条第１項の認定があったものとみな

して、同法第 23 条第６項、第 24 条（第１項を除く。）、第 26 条から第 32 条まで、第

35 条、第 144 条第１項、第 147 条第１項及び第２項、第 148 条並びに第 156 条から第

158条まで並びに租税特別措置法第 80条第１項の規定を適用するものである。 

農林水産大臣は、法第 17 条の規定の適用に係る安定取引関係確立事業活動計画等

の認定に当たっては、次の①から③まで及び第２の２の（１）の事項に留意しつつ、

法第６条第５項各号、第８条第５項各号、第９条第５項各号又は第 10条第５項各号に

適合するか審査を行うものとする。  

① 法第 17条の規定の適用を受けようとする食品等事業者から、安定取引関係確立事

業活動計画等の認定の申請に際して、別記様式第２号別添７その他必要書類の提出

を受ける必要があること。 

② 事業再編に関する事項について、産業競争力強化法第 23条第５項の規定に基づき

事業再編に係る認定基準に適合している必要があること。 

③ 当該事項が農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものであるときは、協

議により事業所管大臣の同意を得る必要があること。 

６ 産業競争力強化法の特例（法第 17条第３項） 

法第 17条第３項の規定に基づく特例措置は、認定を受けた環境負荷低減事業活動計

画に産業競争力強化法第 21 条の 20 第２項第２号に規定する事業適応に関する事項が

含まれるときに、同法第 21 条の 22 第１項の認定があったものとみなして、同法第 21

条の 22 第５項、第 21 条の 23（第１項を除く。）、第 21 条の 24（第１項第２号を除

く。）、第 144条第１項、第 147条第１項及び第２項、第 148条、第 156条並びに第 157

条及び租税特別措置法第 10条の５の５第１項及び第３項並びに第 42条の 12の６第１

項及び第２項の規定を適用するものである。 

農林水産大臣は、法第 17 条第３項の規定の適用に係る環境負荷低減事業活動計画

の認定に当たっては、次の①から③まで及び第２の２の（１）の事項に留意しつつ、

法第９条第５項各号に適合するか審査を行うものとする。  

① 法第 17条第３項の規定の適用を受けようとする食品等事業者から、環境負荷低減

事業活動計画の認定の申請に際して、別記様式第２号別添８その他必要書類の提出

を受ける必要があること。 

② 事業適応に関する事項について、産業競争力強化法第 21 条の 22 第４項の規定に

基づき事業適応計画に係る認定基準に適合している必要があること。 

③ 当該事項が農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものであるときは、協
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議により事業所管大臣の同意を得る必要があること。 

 ７ 推進機構による債務の保証（法第 23条第１号） 

法第 23 条第１号の規定に基づく特例措置は、安定取引関係確立事業活動計画等の

認定を受けた食品等事業者等（関連措置を行う者を含む。）又は連携支援計画の認定

を受けた支援機関が、認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業の実施

に必要な資金を借り入れる際に、推進機構から債務の保証を受けることができるとす

るものである。ただし、推進機構から債務の保証を受けようとする申請者は、安定取

引関係確立事業活動計画等又は連携支援計画の認定に加え、推進機構が別に定める様

式により、推進機構に対し、債務の保証の申込みを行う必要がある。 

農林水産大臣は、法第 23 条第１号の規定の適用に係る安定取引関係確立事業活動

計画等又は連携支援計画の認定に当たっては、次の①から③までの事項に留意しつつ、

関係法令及び通知に則して必要な手続を適切に行うものとする。 

① 法第 23 条第１号の規定に基づき債務の保証を受けようとする支援機関から、連

携支援計画の認定に際して、別記様式第 17号別添１の提出を受ける必要があること。

また、当該債務の保証を受けようとする食品等事業者又は支援機関が安定取引関係

確立事業活動計画等又は連携支援計画の認定に際して、設備等の導入又は施設の整

備を行う場合は別記様式第２号別添６又は別記様式第 17号別添２その他必要書類の

提出を受ける必要があること。 

② 食品等事業者又は支援機関から推進機構による債務の保証に係る事前の相談を受

けた場合には、推進機構と情報共有を図るとともに、当該債務の保証を受けようと

する食品等事業者又は支援機関に対して、推進機構に事前の相談を行うよう助言を

行うこと。 

③ 推進機構による債務の保証を受けようとする安定取引関係確立事業活動計画等又

は連携支援計画の認定をしたときは、推進機構にその旨の情報提供をすること。 

 ８ 食料システム構築計画のみなし措置 

   本みなし措置は、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱（令和４年４月１日付

け３農産第 2890 号農林水産事務次官依命通知）別記３のⅠの第１及びⅡの第１並び

に産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱（令和４年 12 月 12 日付け４農産

第 3506 号農林水産事務次官依命通知）第４に基づき、食料システム構築計画に係る

承認規程（令和７年１月９日付け６農産第 3739 号農林水産省農産局長通知。以下

「承認規程」という。）第１に定める食料システム構築計画の趣旨に沿った内容が記

載された安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けた食品等事業者について、承認

規程の第３に基づき食料システム構築計画の承認を受けたものとみなすものである。 

計画認定者は、当該みなし措置の適用に係る安定取引関係確立事業活動計画の認定

に当たっては、次の①から④までの事項に留意しつつ、関係法令及び通知に則して必

要な手続を適切に行うものとする。 

① 食料システム構築計画のみなし措置の適用を受けようとする食品等事業者から、

安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請に際して、別記様式第２号別添９その

他必要書類の提出を受ける必要があること。 

② 食料システム構築計画に係る記載が承認規程第２、第３の１及び２に規定する計

画の内容並びに第３の４の承認基準の要件を満たしていること。  
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③ 食品等事業者から、食料システム構築計画のみなし措置の適用に係る事前相談を

受けた場合には、安定取引関係確立事業活動計画に係る審査が②に即して行われる

こと等の必要な助言を行うこと。 

④ 食料システム構築計画のみなし措置を受けようとする食品等事業者に審査結果等

を通知するときは、農産局長に協議するものとする。 

９ 補助金等適正化法第22条に規定する財産の処分の制限に係る承認の手続の特例（法

第 18条） 

法第 18条の規定に基づく特例措置は、連携支援計画の認定を受けた支援機関が、取

得した補助金等交付財産等を、連携支援事業の実施に当たって交付の目的以外の目的

に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することができるとするもので

ある。 

農林水産大臣は、同条の規定の適用に係る連携支援計画の認定に当たっては、次の

①から③までの事項に留意しつつ、関係法令及び通知に基づき必要な手続を適切に行

うものとする。 

① 同条の規定の適用を受けようとする支援機関から、連携支援計画の認定に際して、

別記様式第 17号別添３その他必要書類の提出を受ける必要があること。 

② 支援機関から補助金等適正化法の適用に係る事前の相談を受けた場合には、補助

金等交付財産を所管する行政機関の長と情報共有を図るとともに、当該支援機関に

対して当該行政機関の長に事前の相談を行うよう助言を行うこと。 

③ 協議により当該行政機関の長の同意を得る必要があること。 

 

第５ 報告の徴収（法第 21条関係） 

１ 安定取引関係確立事業活動計画等の認定を受けた食品等事業者に対する報告徴収 

認定を受けた食品等事業者は、認定安定取引関係確立事業活動計画等の実施期間の

各事業年度における実施状況について、別記様式第 12号により、当該各年度の事業終

了後３ヶ月以内に計画認定者に対して報告するものとする。ただし、当該計画に記載

された事業活動に要する経費について国の補助事業を活用しており、当該補助事業の

規定に基づき事業報告が求められる場合には、計画認定者と相談の上、各年度の報告

時期を変更することができる。 

計画認定者は、必要に応じて、認定を受けた食品等事業者の了承を得た上で、当該

報告の内容を関係機関に情報共有するものとする。 

また、計画認定者は、必要に応じて、別記様式第 12号による報告のほかに認定を受

けた食品等事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動計画等の実施状況について

報告を求めることができる。 

２ 連携支援計画の認定を受けた支援機関に対する報告徴収 

認定を受けた支援機関は、認定連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施

状況について、別記様式第 22号により、各事業年度終了後３ヶ月以内に計画認定者に

対して報告するものとする。計画認定者は、必要に応じて、認定を受けた支援機関の

了承を得た上で、当該報告の内容を関係機関に情報共有するものとする。 

また、計画認定者は、上記によるほか、必要に応じて、認定を受けた支援機関に対

し、認定連携支援計画の実施状況について報告を求めることができる。 
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３ 中小企業等経営強化法の特例に関する報告徴収 

（１）安定取引関係確立事業計画等の認定を受けた食品等事業者は、法第 13 条の規定

により中小企業等経営強化法第 17 条第１項の認定があったものとみなされる場合

において、次に掲げるときは、それぞれ定める様式により、それぞれ定める期限ま

でに経済産業大臣へ報告しなければならない。 

① 認定安定取引関係確立事業計画等に中小企業等経営強化法第 17 条第３項に規定

する経営力向上設備等（以下「経営力向上設備等」という。）のうち収益力強化設

備（中小企業等経営強化法施行規則（平成 11 年通商産業省令第 74 号）第 16 条第

２項第２号に規定する設備に該当する設備をいう。以下同じ。）に関する事項を含

むとき 中小企業庁が定める中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収

益力強化設備に関する投資計画実施状況報告書を、初回は設備の取得等を行った

事業年度の翌事業年度終了後４ヶ月以内、それ以降は計画期間に応じて、最大５

年間 

② 認定安定取引関係確立事業計画等に経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備

等（中小企業等経営強化法施行規則第 16 条第３項に規定する設備に該当する設備

をいう。以下同じ。）に関する事項を含むとき 次に定める様式により、それぞれ

定める期限まで 

一 中小企業庁が定める中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規

模拡大設備等に関する投資計画実施状況報告書を、初回は申請事業年度の終了

後４ヶ月以内、それ以降は投資計画終了まで毎年 

二 中小企業庁が定める中小企業等経営強化法施行規則第 16 条第 3 項の投資計画

における供用事業年度の給与増加割合に関する報告書を、建物及びその附属設

備を事業の用に供する事業年度終了後原則 20日以内 

（２）安定取引関係確立事業計画等の認定を受けた食品等事業者は、法第 13 条の規定

により中小企業等経営強化法第 17 条第１項の認定があったものとみなされる場合

において、次の①から③までに掲げるときは、それぞれ定める様式により、それぞ

れ定める期限までに計画認定者へ報告しなければならない。 

① 認定安定取引関係確立事業計画等に経営力向上設備等のうち経営資源集約化に

資する設備（中小企業等経営強化法施行規則第 16 条第２項第３号に規定する設備

に該当する設備をいう。以下同じ。）に関する事項を含むとき 経営資源集約化に

資する設備に関する別記様式第 25 号の 1 を、設備の取得等を行った事業年度の翌

事業年度終了後４ヶ月以内、それ以降は計画期間に応じて、最大５年間（ただし、

最終年度は経営資源集約化に資する設備に関する別記様式第 25 号の２を用いるこ

と。） 

② 認定を受けた計画の内容に沿って、中小企業等経営強化法第２条第 10 項に規定

する事業承継等として、合併、会社分割又は事業譲渡を実行したとき 別記様式

第 25号の３を遅滞なく 

③ 認定を受けた計画の内容に沿って、中小企業等経営強化法第 17 条第４項第２号

に規定する事業承継等事前調査を実施し、株式譲渡を実行したとき 別記様式第

25号の４を遅滞なく 

４ 産業競争力強化法の特例に関する報告徴収 
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（１）安定取引関係確立事業計画等の認定を受けた食品等事業者は、法第 17 条（第３

項を除く。）の規定により産業競争力強化法第 23 条第１項の認定の認定があったも

のとみなされる場合において、次に掲げるときは、それぞれ定める様式等により、

それぞれ定める期限までに農林水産大臣へ報告しなければならない。 

① 認定安定取引関係確立事業計画等の実施期間中であるとき 別記様式第 25 号の

５を、各事業年度終了後３ヶ月以内 

② 認定安定取引関係確立事業計画等に産業競争力強化法施行規則（平成 30 年内閣

府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土

交通省・環境省令第１号）第 12 条第４項に規定する事業再編に係る資金計画を含

むとき 同規則第 48条第２項に規定する書類及び期限  

③ 認定安定取引関係確立事業計画等に同規則第 12 条第４項に規定する事業再編に

係る資金計画を含むとき 別記様式第 25 号の６及び同規則第 49 条各号に規定す

る認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況に係る書類を、速

やかに 

④ 認定安定取引関係確立事業計画等の実施期間中、同規則第 48 条第５項各号に規

定する事実が発生したとき 別記様式第 25号の７を、速やかに 

⑤ 認定安定取引関係確立事業計画等の実施期間中、同規則第 50 条各号に規定する

行為をしたとき 当該各号に掲げる事項について記載した書類を①の報告に添付 

⑥ 租税特別措置法第 80 条第１項の登録免許税に係る課税の特例を受けるとき 次

に掲げる事項について記載した書類を①の報告に添付 

一 登記の内容 

二 登録免許税の額 

三 当該特例措置による減免額 

（２）環境負荷低減事業活動計画の認定を受けた食品等事業者は、法第 17 条第３項の

規定により産業競争力強化法第 21 条の 22 第１項の認定があったものとみなされる

場合において、認定環境負荷低減事業活動計画の実施期間中の各事業年度の実施状

況について、別記様式第 25 号の８により、各事業年度終了後３ヶ月以内に農林水

産大臣へ報告しなければならない。なお、租税特別措置法第 10 条の５の５第１項

若しくは第３項又は第 42 条の 12 の６第１項若しくは第２項の所得税又は法人税に

係る課税の特例措置を受けるときは、当該報告に併せて当該特例措置の適用を受け

た場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措

置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額を報告しなければ

ならない。 

（３）農林水産大臣は、（１）①又は（２）に規定する各事業年度の実施状況の報告を

受けたときは別記様式第 10 号の７又は別記様式第 10 号の８により、当該報告に係

る実施状況の概要を公表するものとする。 

附 則 

この通知は、令和７年 10月１日から施行する。 

附 則 

この通知は、令和８年４月７日から施行する。 

 



別記様式第１号 

 

☐ 安定取引関係確立事業活動計画 

☐ 流通合理化事業活動計画 

☐ 環境負荷低減事業活動計画 

☐ 消費者選択支援事業活動計画 に係る認定申請書 
 

                                年  月  日 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 
 

申請者 

                   住  所      

                   氏  名 
                         

 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等

の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第６条第１項、第８条第１項、第９

条第１項又は第 10 条第１項の規定に基づき、別記の計画について認定を受けたいので申請

します。 
 
（備考） 

 １ 「申請者」には、安定取引関係確立事業活動、流通合理化事業活動、環境負荷低減事業活動又は

消費者選択支援事業活動（以下「安定取引関係確立事業活動等」という。）を実施する計画（以下

「安定取引関係確立事業活動計画等」という。）の代表者を記載すること。 

 ２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」に

は「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

３ 共同で安定取引関係確立事業活動計画等の認定を申請する場合には、申請者欄に各申請者の住所

及び氏名（申請者が法人その他の団体の場合には「主たる事務所の所在地」及び「名称及び代表者

の氏名」）を連記すること。 

 ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 
（提出する書面の目録）  

【計画全体に係る書面】（必須） 

☐ 別記様式第２号 安定取引関係確立事業活動計画等 

【特例を活用する各々の者に係る書面】 

☐ （別添１）中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係）に関する事項 

☐ （別添２）研究機構の保有する研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項 

☐ （別添３）食品等持続的供給促進資金のうち食品産業・農林漁業連携型事業に関する事項 

☐ （別添４）食品等持続的供給促進資金のうち食品産業生産性向上型事業に関する事項 

☐ （別添５）食品等持続的供給促進資金のうち卸売市場機能高度化型施設に関する事項 

☐ （別添６）設備等の導入又は施設の整備に関する事項 

☐ （別添７）産業競争力強化法の特例（事業再編関係）に関する事項 

☐ （別添８）産業競争力強化法の特例（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する事項 

☐ （別添９）食料システム構築計画のみなし措置に関する事項 

【その他の添付書類】 

☐ （法人の場合）定款又はこれに代わる書面 

☐ （法人でない団体の場合）規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 

☐ 最近２期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一

年間の事業内容の概要を記載した書類） 

注：提出する書類にチェック（レ）を付けること。 



 

別記様式第２号 
 

☐ 安定取引関係確立事業活動計画 

☐ 流通合理化事業活動計画 

☐ 環境負荷低減事業活動計画 

☐ 消費者選択支援事業活動計画 
 

１ 申請者の概要 

申請者（代表者） 

①  氏名： 

（法人その他の団体の場合はその名称及び代表者の氏名：      ） 

② 法人番号（法人の場合）： 

③ 住所： 

（申請者が法人その他の団体の場合には、主たる事務所の所在地：     ） 

④ 連絡先 

・電話番号： 

・E-mail： 

・担当者名（法人の場合）： 

⑤ 資本金の額又は出資の総額：  （ 年 月 日時点） 

⑥ 常時使用する従業員数又は組合員数：  （ 年 月 日時点） 

⑦ 業種： 

⑧ 事業活動計画の対象となる事業： 

 （日本標準産業分類における中分類名称：   分類コード：   ） 

⑨ 決算月： 

申請者（共同） 

①  氏名： 

（法人その他の団体の場合はその名称及び代表者の氏名：      ） 

② 法人番号（法人の場合）： 

③ 住所： 

（申請者が法人その他の団体の場合には、主たる事務所の所在地：     ） 

④ 連絡先 

・電話番号： 

・E-mail： 

・担当者名（法人の場合）： 

⑤ 資本金の額又は出資の総額：  （ 年 月 日時点） 

⑥ 常時使用する従業員数又は組合員数：  （ 年 月 日時点） 

⑦ 業種： 

⑧ 事業活動計画の対象となる事業： 

 （日本標準産業分類における中分類名称：   分類コード：   ） 

⑨ 決算月： 
注１ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

２ 申請者が個人の場合であって、「住所」が「主たる事務所の所在地」と異なるときには、 

「住所」及び「主たる事務所の所在地」を併記すること。 
  



 

２ 安定取引関係確立事業活動等の促進に資する事項の有無 

計画に以下の者が行う安定取引関係確立事業活動等の促進に資する事項が含まれる場

合はチェックすること。 

☐ 農林漁業者 別紙１ 

☐ 技術の研究開発を行う者（食品等事業者は除く） 別紙２ 

注１ 農林漁業者が行う促進措置に関する事項が含まれる計画の場合は別紙１を、技術の研究開発を

行う者（食品等事業者は除く。）が行う促進措置に関する事項が含まれる計画の場合は別紙２を

提出すること。 

２ 農林漁業者については、安定取引関係確立事業活動の促進に資する事項に限る。 

 

３ 特例措置の活用の有無 

活用を希望する特例措置にチェックすること。 

☐  中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係） 別添１ 

☐  研究機構の設備等の供用及び協力 別添２ 

☐  
株式会社日本政策金融公庫の長期・低利の資金 

（食品等持続的供給促進資金）の貸付け 

別添３、別添４又は

別添５及び別添６※ 

☐  
株式会社日本政策金融公庫の債務保証（スタンドバイ・

クレジット） 
別添６※ 

☐  食品等持続的供給推進機構による債務保証 別添６※ 

☐  産業競争力強化法の特例（事業再編関係） 別添７ 

☐  
産業競争力強化法の特例（エネルギー利用環境負荷低減

事業適応関係） 
別添８ 

☐  食料システム構築計画のみなし措置 別添９ 

注１ 計画に参加する者が活用を希望する全ての特例措置にチェックすること。 

２ 特例措置の活用を希望する者ごとに該当する書類を添付すること。 

３ 設備等の導入又は施設の整備を行う場合は、別添６（※）を添付すること。 

 
  



 

４ 安定取引関係確立事業活動等に関する事項 

（１）安定取引関係確立事業活動等の目標 

○○○○事業活動 

目標 

※申請する安定取引関係確立事業活動等の目標を定性的に記載。 

※記載した目標の達成状況の確認に資する定量的な目標値（指標）については、下段に

記載。 

 

目標値 単位 ①現状 ②計画終了時の

目標 

③変化率（％） 
（(②-①)/①×100） 

     

注１ 事業活動内容や実施期間等を踏まえた妥当な目標とすること。 

２ 申請する各事業活動計画の目的に沿って、事業活動計画ごとに一つ以上の目標値を設定する 

こと。 

例）安定取引関係確立事業活動：地域農産物を用いた食料品の製造量、付加価値額等 

流通合理化事業活動：付加価値額、労働生産性、流通コスト等 

環境負荷低減事業活動：温室効果ガス排出量、食品ロス、プラスチック排出量等 

消費者選択支援事業活動：地域農産物売上高、サステナビリティに配慮した商品の販売量等 

※各特例措置の申請の際に設定する目標値が各事業活動計画の目的に沿ったものである場

合、同じ目標値を設定することも可。 

３ 安定取引関係確立事業活動計画等のうち複数の事業活動に関する計画を申請する場合には、欄

を繰り返し設けて記載すること。 

 

（２）安定取引関係確立事業活動等の内容及び実施時期 

 ① 安定取引関係確立事業活動等の内容 

○○○○事業活動 

 

注 安定取引関係確立事業活動計画等のうち複数の事業活動に関する計画を申請する場合には、欄を

繰り返し設けて記載すること。 

 

② 安定取引関係確立事業活動等の実施時期 

実施時期：   年  月  日 ～   年  月  日（目標年度） 

注１ 安定取引関係確立事業活動等の目標を達成するまでの計画期間を記載すること。 

２ 中小企業経営強化税制（租税特別措置法第 10条の５の３及び第 42条の 12の４に規定する措置

をいう。以下同じ。）及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制（租税特別措置法第 10条

の５の５第１項又は第３項及び第 42 条の 12 の６第１項又は第２項に規定する措置をいう。以下

同じ。）の活用を希望する場合は、特例の対象となる機械・装置の耐用年数に照らして適切な期

間とすること。 

  



 

 ③ 安定取引関係確立事業活動等を実施する事業所又は卸売市場の概要 

事業所又は卸売市場 

① 事業所又は卸売市場の名称： 

② 所在地： 

③ 事業開始（開設）年月日： 

④ 事業内容： 

 注１ 安定取引関係確立事業活動等により、設備等の導入や施設の整備など具体的な活動を行う事業   

所等を記載すること。 

２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

（３）安定取引関係確立事業活動等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 
【金額単位：千円】 

 注１ 計画に参加する食品等事業者のうち、資金の調達を行う者の全てを記載すること。 

２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

３ 「使途・用途」については、安定取引関係確立事業活動等に必要となる設備等導入資金、運転

資金等について具体的に記載すること。 

４ 「補助金」については、補助金の調達額について、調達先の名称及び金額の内訳を記載するこ

と。 

５ 「食品等持続的供給促進資金」の欄は、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫

の資金の額を記載すること。また、借入れを予定する資金の内容に応じ、別添３から別添５のい

ずれかを添付すること。なお、法第２条第４項、第５項、第６項及び第７項に規定する技術の研

究開発については、食品等持続的供給促進資金の貸付けの対象外であることに留意すること。 

６ 「その他借入金・出資金」の欄は、金融機関名等を併記すること。 

７ 法第 16条第１項に規定する株式会社日本政策金融公庫の行う債務保証又は法第 23条第１項に

規定する食品等持続的供給推進機構の行う債務保証を受ける予定がある場合には、その旨及び借

入先金融機関名を「備考」の欄に記載すること。なお、株式会社日本政策金融公庫の行う債務保

証については、法第２条第５項に規定する流通合理化事業活動に限る。また、当該流通合理化事

業活動のうち、技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清

算その他食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等

の取引の適正化に関する法律施行規則（平成３年農林水産省令第 38号）第２条に規定する措置が

対象外であることに留意すること。 

実施

者 

調達 

予定 

年度 

使途・用途 事業費 

資金調達 

補助金 

食品等持

続的供給

促進資金 

その他借

入金・出

資金 

その他

（自己資

金等） 

備考 

 

        

        

        

 

        

        

        

 

        

        

        



 

（４）安定取引関係確立事業活動等の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般

消費者の利益の増進に寄与する程度 

○○○○事業活動 

 

注１ 安定取引関係確立事業活動計画等のうち複数の事業活動に関する計画を申請する場合には、欄

を繰り返し設けて記載すること。 

２ 安定取引関係確立事業活動等が、どのように農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費

者の利益の増進に寄与するのかを定量的又は定性的に記載すること。 

 

５ 確認事項 

☐  
本計画に参加する食品等事業者が、各々で安定取引関係確立事業活動等を実施する

こと 

☐  
計画内の営業秘密に関する検討を行い、保護すべき営業秘密がある場合は、「農業

分野における営業秘密の保護ガイドライン」（令和４年３月農林水産省策定）に準

拠した取組を行うこと 

☐  
特例の活用を希望する場合に、認定を受けた本計画の内容を、農林水産省から特例

に関係する各機関へ提供することに同意していること 

☐  
認定を受けた本計画の概要を農林水産省のホームページにおいて公表することに同

意していること 

 

  



 

別紙１ 
 

農林漁業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資する措置に関する事項※ 
※安定取引関係確立事業活動計画に参加する農林漁業者（安定取引関係確立事業活動計画の認定を受け

ようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方となる農林漁業者

に限る。以下同じ。）ごとに記載すること。なお、食料システム構築計画のみなし措置の活用を希望

する場合には、別添９を用いること。 

 

１ 農林漁業者の概要 

①氏名又は名称：              

（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：      ） 

②住所又は主たる事務所の所在地： 

③連絡先 

・電話番号：               

・E-mail： 

・担当者名： 
注 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

２ 安定取引関係確立事業活動の促進に資する事項 

農林漁業者が行う、安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等

事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る農林水産物の生産又は加工の方式

の導入又は改善について記載すること。 

 

 

３ 安定取引関係確立事業活動の促進に資する事項に必要な資金の額及びその調達方法 
【金額単位：千円】 

調達 
予定 
年度 

使途・用途 事業費 資金調達 
補助金 借入金・出資金 その他 

（自己資金等） 
備考 

       
       
       
注１ 食品等持続的供給推進機構の債務保証を希望する場合に記載すること。 

２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

３ 借入先金融機関名を「備考」の欄に記載すること。 
 
（添付書類） 

以下の書類を添付すること。 

 
農林漁業者が食品等持続的供給推進機構の債務保証を希望する場合 

☐（別添６）設備等の導入又は施設の整備に関する事項※ 
※設備等の導入又は施設の整備を行う場合に限る。 



 

別紙２ 
 

技術の研究開発を行う者が実施する安定取引関係確立事業活動等の促進に資する 

措置に関する事項※ 
※安定取引関係確立事業活動計画等に参加する技術の研究開発を行う者（食品等事業者は除く。以下同

じ。）ごとに記載すること。 

 

１ 技術の研究開発を行う者の概要 

①氏名又は名称：              

（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：      ） 

②住所又は主たる事務所の所在地： 

③連絡先 

・電話番号：               

・E-mail： 

・担当者名： 

④業種：  
注 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

２ 安定取引関係確立事業活動等の促進に資する事項 

技術の研究開発を行う者が、安定取引関係確立事業活動計画等の認定を受けようと

する食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動等に係る技術の研究開発の内

容及びその成果の利用について記載すること。 

 

 

３ 安定取引関係確立事業活動の促進に資する事項に必要な資金の額及びその調達方法 
【金額単位：千円】 

調達 
予定 
年度 

使途・用途 事業費 資金調達 
補助金 借入金・出資金 その他 

（自己資金等） 
備考 

       
       
       
注１ 食品等持続的供給推進機構の債務保証を希望する場合に記載すること。 

２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

３ 借入先金融機関名を「備考」の欄に記載すること。 

 
（添付書類） 

以下の書類を添付すること。 

 
技術の研究開発を行う者が研究機構の研究開発設備等の供用を希望する場合 

☐（別添２）研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項 

 
技術の研究開発を行う者が食品等持続的供給推進機構の債務保証を希望する場合 

☐（別添６）設備等の導入又は施設の整備に関する事項※ 
※設備等の導入又は施設の整備を行う場合に限る。 



（別添１） 

中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係）に関する事項 

（食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正

化に関する法律第 13条関係） 

申請者の氏名又は名称：

設立年月日：  ＿＿＿＿＿＿ 

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 特例の活用を希望する食品等事業者ごとに記載すること。 

３ 法人その他の団体の場合には設立年月日を記載すること。 

１ 事業分野と事業分野別指針名

事業分野   事業分野別指針名

２ 実施時期 

年   月～   年   月 

※ 別記様式第２号に記載する安定取引関係確立事業活動計画等の実施時期を踏まえ、適切な期間と

すること。 



 
 

３ 現状認識 

① 自社の事業概要  

② 

自社の商品・サービ

スが対象とする顧

客・市場の動向、競

合の動向 

 

③ 自社の経営状況 

ローカルベンチマークの算出結果 

（現状値） 

指標 算出結果 評点 

①売上高増加率 ％  

②営業利益率 ％  

③労働生産性 （千円）  

④ＥＢＩＴＤＡ

有利子負債倍率 

（倍）  

⑤営業運転資本

回転期間 

（ヶ月）  

⑥自己資本比率 ％  
 

（終了時目標値） 

指標 算出結果 評点 

①売上高増加率 ％  

②営業利益率 ％  

③労働生産性 （千円）  

④ＥＢＩＴＤＡ

有利子負債倍率 

（倍）  

⑤営業運転資本

回転期間 

（ヶ月）  

⑥自己資本比率 ％  
 

 

④ 経営課題  

 

４ 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 

※ 労働生産性を用いる場合は、「Ｂ終了時の目標」は正の値とすること。 

指標の種類 Ａ現状（数値） 
Ｂ終了時の目標（数

値） 

伸び率 

（（Ｂ－Ａ）／Ａ）

（％） 

    

５ 経営力向上の内容 
（１）現に有する経営資源を利用する取組               有 ・ 無 

 （２）他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する取組  有 ・ 無 
（３）具体的な実施事項 
 事業分野

別指針の

該当箇所 

事業承

継等の

種類 

実施事項 

（具体的な取組を記載） 
実施期間 

新事業活動

への該非 

（該当する

場合は○） 

ア      

イ      

ウ      

 

  



 
 

６ 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 
実施 
事項 

使途・用途 資金調達方法 金額（千円） 

    
    
    

７ 経営力向上設備等の種類 

 
実施 
事項 

取得 
年月日 

利用を想定して 
いる支援措置 

設備等の名称／型式 所在地 

１      
２      
３      

 
 設備等の種類 単価（千円） 数量 金額（千円） 証明書等の文書番号等 
１      

２      

３      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 事業承継等事前調査に関する事項（事業承継等を行う場合であって、かつ中小企業経営強化税制の

Ｄ類型の活用を希望する場合に記載。） 

事業承継等事前調査の種類 実施主体 実施内容 

   

   

   

 

９ 売上高が 100 億円を超えるまでの目標期間（中小企業経営強化税制のＥ類型の活用を希望する場合

に記載。） 

 
    年から   年までの   年間 

 

 

 設備等の種類 数量 金額（千円） 

設備等の種類別 

小計 

   

   

   

   

   

   
合計   



 
 

（備考） 

中小企業経営強化税制の活用を希望する場合には、取得する経営力向上設備等の種類に応じ、それぞれ

以下に掲げる書類を添付すること。 

１．Ａ類型：経営力向上設備等のうち生産性向上設備 

中小企業等経営強化法第 17 条第３項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第 16

条における生産性向上に係る要件を満たす設備であることの工業会証明書(経営力向上設備等に係る生産性向上要件

証明書)を取得し、その写しその他必要書類を添付すること。 

 ２．Ｂ類型：経営力向上設備等のうち収益力強化設備 

中小企業等経営強化法第 17 条第３項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第 16

条第２項第２号に定める事業者が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備に

ついては、投資計画について、公認会計士又は税理士の事前確認を受けたのち、経済産業局に提出した「経営力向

上設備等のうち収益力強化設備に関する投資計画の確認申請書」及び経済産業大臣から交付を受けた「経営力向上

設備等のうち収益力強化設備に関する投資計画の確認書」の写しその他必要書類を添付すること。 

３．Ｄ類型：経営力向上設備等のうち経営資源集約化に資する設備 

中小企業等経営強化法第 17 条第３項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第 16 条

第２項第４号に定める事業者が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備につ

いては、投資計画について、公認会計士又は税理士の事前確認を受けたのち、経済産業局に提出した「経営力向上設

備等のうち経営資源集約化に資する設備に関する投資計画の確認申請書」及び経済産業大臣から交付を受けた「経営

力向上設備等のうち経営資源集約化に資する設備に関する投資計画の確認書」の写しその他必要書類を添付すること。 

４．Ｅ類型：経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等 

中小企業等経営強化法第 17 条第３項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第 16

条第３項に定める事業者が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備等につい

ては、投資計画について、公認会計士又は税理士の事前確認を受けたのち、経済産業局に提出した「経営力向上設

備等のうち経営規模拡大設備等に関する投資計画の確認申請書」及び経済産業大臣から交付を受けた「経営力向上

設備等のうち経営規模拡大設備等に関する投資計画の確認書」の写しその他必要書類を添付すること。 



 

（別添２） 

 

研究機構の保有する研究開発設備等の種類 

その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項 

 

氏名又は名称：               

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 
２ 研究機構の保有する研究開発設備等の利用を希望する者ごとに作成すること。 

 

１．利用を希望する研究開発設備等の内容 

設備等の名称 所在地 台数等 利用予定期間 

    

    

注 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

 

２.利用目的及び方法 

※ 可能な範囲で、実証したい内容の優先順位も記載すること。 

 

 

３．設備等に付随する施設等の利用希望の有無 

 ☐ 居室  注 居室を利用する際の回線利用に関しては、原則、申請者でご用意ください。 

☐ その他（                               ） 

 注 「居室」には必ずチェックを付すこと。 

 

 

４．専門家の派遣の利用希望の有無 

☐ 派遣希望有り 

 注 「派遣希望有り」には必ずチェックを付すこと。 



 

（別添３） 

 

食品等持続的供給促進資金のうち食品産業・農林漁業連携型事業に関する事項 

 

氏名又は名称：               

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 食品等持続的供給促進資金のうち食品産業・農林漁業連携型事業の活用を希望する者ごとに作成

すること。 

法第15条第１項に基づき株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける資金のうち、食品等の持続的な

供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律

第15条第１項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金（平成３年大蔵省・農林水産省告示第５

号）の第二の一に掲げるものの貸付けを受けようとする場合に添付し、当該資金の貸付けを受けて

行う地域の農林水産物の取扱目標について記載すること。 

 

 地域の農林水産物の取扱量及び取扱額の目標 

品目 期間 生産地名 
地域の農林水産物の調達先となる農林漁業者 

氏名又は名称 住所又は事務所の所在地 

     

     

     

     

注 「氏名又は名称」には、法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

品目 
取  扱  量 （㎏、％） 取  扱  額 （千円、％） 

その他 実績 
（ 年度） 

計画 
（ 年度） 

伸び率 
実績 

（ 年度） 
計画 

（ 年度） 
伸び率 

        

        

        

計        

 

（備考） 

 農林漁業者との取引状況が分かる契約書、直近の伝票等を添付すること。計画期間終了後１年が

経過するまでの間は契約書、伝票等を手元に保管しておくこと。また、出資の関係にある場合は、

株主名簿記載事項証明書を添付すること。 



 

（別添４） 

 

食品等持続的供給促進資金のうち食品産業生産性向上型事業に関する事項 

 

氏名又は名称：               

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 食品等持続的供給促進資金のうち食品産業生産性向上型事業の活用を希望する者ごとに作成する

こと。 

法第15条第１項に基づき株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける資金のうち、食品等の持続的な

供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律

第15条第１項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金（平成３年大蔵省・農林水産省告示第５

号）の第二の二に掲げるものの貸付けを受けようとする場合に添付し、当該資金の貸付けを受けて

行う地域の農林水産物の取扱目標及び生産性向上に関する目標について記載すること。 

 

１ 地域の農林水産物の取扱量及び取扱額の目標 

品目 生産地名 

  

  

  

  
 

品目 
取  扱  量 （㎏、％） 取  扱  額 （千円、％） 

その他 実績 
（ 年度） 

計画 
（ 年度） 

伸び率 
実績 

（ 年度） 
計画 

（ 年度） 
伸び率 

        

        

        

計        

 

２ 生産性向上の目標 

目標 

 

目標設定の理由 

 

 

（備考） 

計画期間終了後１年が経過するまでの間は、地域の農林水産物の取扱状況が分かる契約書、伝票

等を手元に控えておくこと。  



 

（別添５） 

 

食品等持続的供給促進資金のうち卸売市場機能高度化型施設に関する事項 

 

氏名又は名称：               

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 食品等持続的供給促進資金のうち卸売市場機能高度化型施設の活用を希望する者ごとに作成する

こと。 

法第15条第１項に基づき株式会社日本政策金融公庫が貸し付ける資金のうち、食品等の持続

的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関

する法律第15条第１項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金（平成３年大蔵省・農林水

産省告示第５号）の第二の三に掲げるものの貸付けを受けようとする場合に添付し、当該資金

の貸付けを受けて行う卸売市場の機能の高度化について記載すること。 

 

１ 食品等の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品等の

仕分及び搬送の自動化等食品等の荷さばき業務の合理化を図るための施設の整備その他卸売市場

の施設の近代化を図るための措置 

事業実施者 年度 施設等名称 
整備する施設等の規模・能力等 

(㎡、台等) 
事業費(千円) 

     

     

     

     

計     

注 「施設等名称」の欄は、別添６に記載した設備等のうち、１の措置を実施するために整備する品

質管理保全施設、自動仕分け・搬送保管施設、定温輸送車、加工・調製施設、包装・こん包施設等

を記載すること。 

 

２ せり売又は入札に係る業務の集中的かつ効率的な処理体制の整備その他卸売市場の流通機能の

高度化を図るための措置 

事業実施者 年度 施設等名称 
整備する施設等の規模・能力等 

(㎡、台等) 
事業費(千円) 

     

     

計     

注 「施設等名称」の欄は、別添６に記載した設備等のうち、２の措置を実施するために整備するせ

りの機械化施設、データの分析・提供施設等を記載すること。 

  



 

３ 卸売市場の機能の高度化に必要な知識及び技術の習得の促進その他の卸売市場の業務を行う者

の資質の向上を図るための措置 

事業実施者 
年

度 

施    設    等 研  修  会  等 

施設等名称 
整備する施設等の
規模･能力等(㎡等) 

事業費
(千円) 

回数
(回) 

人員
(人) 

研修内容等 
事業費(千

円) 

         

         

計         

注１ 「施設等」の欄は、別添６に記載した設備等のうち、３の措置を実施するために整備する研修

施設等を記載すること。 

２ 「研修会等」の欄は、３の措置を実施するために開催する卸売市場の業務を行う者の知識、技

術等の向上に係る研修会等の実施内容を記載すること。 

 

４ 卸売業者又は仲卸業者の経営規模の拡大、経営管理の合理化その他の経営の近代化を図るため

の措置 

事業実施者 
年

度 

営 業 権 等 施   設   等 

営業権・出
資の別 

内容等 
事業費 
(千円) 

施設等名称 
整備する施設等の
規模・能力等(㎡

等) 

事業費 
(千円) 

        

        

        

        

計        

注１ 「営業権等」の欄は、４の措置を実施するために行う他の卸売業者又は仲卸業者からの営業権

の譲受け又は他の卸売業者又は仲卸業者に対する出資について記載すること。 

２ 「施設等」の欄は、営業権の譲受けに伴い取得する施設等について記載すること。 



 

（別添６） 

設備等の導入又は施設の整備に関する事項 

 

氏名又は名称：                        

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 設備等の導入又は施設の整備を行う食品等事業者、安定取引関係確立事業活動において食品等事

業者の取引の相手方となる農林漁業者及び安定取引関係確立事業活動計画等に参加する技術の研究

開発を行う者ごとに記載すること。 

 

１．設備等の導入に関する事項 

導入時期 番号 設備等の種類 
規模・能力・型式等 

（㎡、台、一式等） 

金額 

（千円） 

特例 

措置 

〇年度 

月       

月      

小計   

○年度 

月      

月      

小計   

○年度 

月      

月      

小計   

合計   

注１ 「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のことを

いう。 

２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。  

３ 「特例措置」の欄には、当該設備等の導入に当たって活用予定の特例措置に応じて、下記の記号 

（ア～ウ）を記載すること。ただし、アについては、法第２条第４項、第５項、第６項及び第７項

に規定する技術の研究開発については対象外であることに留意すること。また、イについては、法

第２条第５項に規定する流通合理化事業活動に限る。さらに、当該流通合理化事業活動のうち、技

術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他食品等の持

続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関す

る法律施行規則（平成３年農林水産省令第 38 号）第２条に規定する措置が対象外であることに留意

すること。 

また、安定取引関係確立事業活動において食品等事業者の取引の相手方となる農林漁業者及び安

定取引関係確立事業活動計画等に参加する技術の研究開発を行う者については、ウの特例措置に限

る。 

ア：株式会社日本政策金融公庫の長期・低利の資金（食品等持続的供給促進資金）の貸付け 

イ：株式会社日本政策金融公庫の債務保証（スタンドバイ・クレジット） 

ウ：食品等持続的供給推進機構による債務保証 

４ 施設を整備する場合には、必要事項を２に記載すること。 



 

２．施設の整備に関する事項 

（１）安定取引関係確立事業活動等に係る施設の整備の内容 

番

号 

施設の内容 施設の用に供する土地 

施設の種類・用途等 
新設等

の別 

建築 

面積 

（㎡） 

所在 地番 

地目 
面積 

（㎡） 登記簿 現況 

         

         

注１ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

２ 「番号」の欄は、１の番号と対応するように記載すること。 

３ 「施設の種類・用途等」には、導入する施設の種類及び使用目的を記載すること。 

４ 「新設等の別」には、新築、改築、用途変更の別を記載すること。 

 

（２）安定取引関係確立事業活動等に係る施設の整備を行う期間 

番号 整備を行う期間 

 年  月  日～   年  月  日 

 年  月  日～   年  月  日 

注 「番号」の欄は、（１）の番号と対応するように記載すること。 

 

（備考） 

 １に記載した場合は設備等の規模・能力・型式等がわかる資料、２に記載した場合は施設の規模

及び構造を明らかにした図面を添付すること。 
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（別添７） 

 

産業競争力強化法の特例（事業再編関係）に関する事項 

（食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適

正化に関する法律第17条関係（第３項を除く。）） 

 

申請者の氏名又は名称：                         

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 特例の活用を希望する食品等事業者ごとに記載すること。 

 

１．事業再編の目標 

（１）事業再編に係る事業の目標 

 
 

（２）生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標 

 
 

２．事業再編の内容 

（１）事業再編に係る事業の内容 

 
 

（２）事業再編を行う場所の住所 

 
 

（３）関係事業者又は外国関係法人が行う措置を含む場合の説明 

 
 

（４）事業再編の措置の内容 

 

（５）事業再編に伴う設備投資の内容 

 

（６）譲受け、取得又は譲渡する不動産の内容 

 

※（４）～（６）については、記載要領を確認の上、それぞれ別表１～３にて整理すること。 

 

３．事業再編の実施時期 

（１）事業再編の開始時期及び終了時期 

年   月   ～    年   月     
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（２）事業再編の実施時期 

※（２）については、記載要領を確認の上、別表４にて整理すること。 

 

４．事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（１）事業再編の実施に必要な資金の額及び調達方法の概要 

 
 

（２）事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

※（２）については、記載要領を確認の上、別表５にて整理すること。 

 

５．事業再編に伴う労務に関する事項 

（１）事業再編の開始時期の従業員数 

 
 

（２）事業再編の終了時期の従業員数 

 
 

（３）事業再編に充てる予定の従業員数 

 
 

（４）（３）中、新規採用される従業員数 

 
 

（５）事業再編に伴い出向又は解雇される従業員数 

 
 

６．その他 

※記載要領を確認の上、別表６～９にて整理すること。 

 

 （備考） 

イ．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

ロ．産業競争力強化法施行規則第12条第２項に掲げる書類を添付すること。 

   （記載要領） 

１．事業再編の目標 

（１）事業再編に係る事業の目標（事業再編を行おうとする背景となる事情及びそれにより目指す事

業の方向性）を要約的に記載する。 

（２）生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標（事業再編の実施に関する指針（平成26年

財務省・経済産業省告示第１号）に規定する具体的な指標を用いる。）を記載する。 

２．事業再編の内容 
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（１）事業再編に係る事業の内容を記載する。 

① 本特例の対象となる事業を明記するとともにその選定理由を記載する。 

② 事業の構造の変更と分野又は方式の変更とに分けて事業再編の具体的内容を要約的に記載す

る。 

③ ②の記載中において、次の説明を記載する。 

イ 当該事業再編による生産性の向上が当該事業分野における市場構造に照らして、持続的な

ものと見込まれるものであること。 

ロ 当該事業再編の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、その解消に資する

ものであること。 

ハ 内外の市場の状況に照らして、申請者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営

む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 

ニ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 

（２）事業再編を行う場所の住所を記載する。 

（３）関係事業者（産業競争力強化法第２条第15項で定める「関係事業者」をいう。以下同じ。）又

は外国関係法人（産業競争力強化法第２条第16項で定める「外国関係法人」をいう。以下同じ。）

が行う措置を含む場合には、その名称及び当該関係事業者又は当該外国関係法人が食品等の持

続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に

関する法律（以下「食品等持続的供給法」という。）施行規則第２条第２項の関係事業者若しく

は同条第３項の外国関係法人であることの説明を記載する。 

（４）別表１により、事業再編を実施するための措置の内容については、事業の構造の変更及び分野

又は方式の変更ごとに食品等持続的供給法第17条（第３項を除く）において適用する産業競争力

強化法第２条第17項に掲げる事業活動に照らして記載する。 

（５）別表２により、事業再編に伴う設備投資（土地、建物及び設備（リース設備を含む。）の取得

等に係る投資をいう。）の内容について、申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係

法人ごとにそれぞれ記載する。 

（６）別表３により、事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴い不動産の譲受け又は譲渡を予定している

者は、当該不動産の内容について記載する。合併、分割等により不動産の取得を予定している者

についても、同様とする。なお、登録免許税の軽減措置を希望する場合は、必ず記載すること。 

３．事業再編の実施時期 

（１）事業再編の開始時期及び終了時期について、年月をもって記載する。実施期間は、産業競争力

強化法施行規則第12条第５項の規定に従い、３年（認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金

の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、５年）を超えないものとする。 

（２）別表４により、毎事業年度の実施予定を記載する。なお、事業の構造の変更だけではなく、分

野又は方式の変更の取組内容についても、時期を明示して記載する。最終年度には、分野又は方

式の変更の取組の概要及び目標値を記載する。 

４．事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（１）必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。なお、必要な資金がわずかである場合やほと

んどを自己資金でまかなう場合には、記載を簡略化してもよい。 

（２）必要な資金の額及び調達方法は、別表５により記載する。 
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５．事業再編に伴う労務に関する事項 

（１）事業再編の開始時期の従業員数（申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係法人ご

とにそれぞれ記載する。以下（５）まで同じ。） 

（２）事業再編の終了時期の従業員数 

（３）事業再編に充てる予定の従業員数 

（４）（３）中、新規採用される従業員数 

（５）事業再編に伴い出向又は解雇される従業員数 

６．その他 

（１）食品等持続的供給法第17条（第３項を除く。）に基づき産業競争力強化法第28条の特例措置

の適用を受ける場合にあっては、二以上の事業者が本特例に従って事業再編のための措置

を共同して行うことに関する書面による合意の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を

担保するために講ずる措置の内容を別表６により記載する。 

（２）食品等持続的供給法第17条（第３項を除く。）に基づき産業競争力強化法第29条の特例措置

の適用を受ける場合にあっては、株式の併合の内容を別表７により記載する。 

（３）食品等持続的供給法第17条（第３項を除く。）に基づき産業競争力強化法第30条の特例措置

の適用を受ける場合にあっては、株式の発行又は自己株式の処分及び特定株式等取得の内

容を別表８により記載する。 

（４）食品等持続的供給法第17条（第３項を除く。）に基づき産業競争力強化法第31条の特例措置

（会社法第465条第１項の規定の適用についての特例措置を除く。）の適用を受ける場合に

あっては、特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関する日程を別表９により

記載する。 
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別表１ 

   事業再編の措置の内容 

措置事項 実施する措置の内容及

びその実施する時期 

期待する支援措置 

事業再編の要件（産業競争力強化法第２条第

17項第１号関係） 

  

 イ 合併   

ロ 会社の分割   

ハ 株式交換   

ニ 株式移転   

ホ 株式交付   

へ 事業又は資産の譲受け又は譲渡（外国

におけるこれらに相当するものを含む。

） 

  

ト 出資の受入れ   

チ 他の会社の株式又は持分の取得（当該

他の会社が関係事業者である場合又は当

該取得により当該他の会社が関係事業者

となる場合に限る。） 

  

リ 関係事業者の株式又は持分の譲渡（当

該株式又は持分を配当財産とする剰余金

の配当をすることを含み、当該譲渡によ

り当該事業者の関係事業者でなくなる場

合に限る。） 

  

ヌ 外国法人の株式若しくは持分又はこれ

らに類似するものの取得（当該外国法人

が外国関係法人である場合又は当該取得

により当該外国法人が外国関係法人とな

る場合に限る。） 

  

ル 外国関係法人の株式若しくは持分又は

これらに類似するものの譲渡（当該株式

若しくは持分又はこれらに類似するもの

を配当財産とする剰余金の配当をするこ

とを含み、当該譲渡により当該事業者の

外国関係法人でなくなる場合に限る。） 

  

ヲ 会社又は外国法人の設立又は清算   

ワ 有限責任事業組合に対する出資   

カ 保有する施設の相当程度の撤去又は設

備の相当程度の廃棄 

  

事業再編の要件（産業競争力強化法第２条第

17項第２号関係） 

  

 イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務

の開発及び提供による生産若しくは販売
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に係る商品の構成又は提供に係る役務の

構成の変化 

ロ 商品の新たな生産の方式の導入又は設

備の能率の向上による商品の生産の効率

化 

  

ハ 商品の新たな販売の方式の導入又は役

務の新たな提供の方式の導入による商品

の販売又は役務の提供の効率化 

  

ニ 新たな原材料、部品若しくは半製品の

使用又は原材料、部品若しくは半製品の

新たな購入の方式の導入による商品の生

産に係る費用低減 

  

（注） 

１．本特例に従って実施する措置のうち、該当する全ての措置事項について要約的に記載する。同一

の措置であって複数の事項に該当する場合は、その旨を記載する。 

２．実施する措置の内容については、次の事項を記載する。なお、申請の段階において未定な部分に

ついては、その旨を、その見通しを可能な限り明らかにしつつ記載すること。 

（１）合併については、合併する会社（合併により新設される会社を含む。）の名称、住所、代表者

の氏名及び資本金並びに合併比率及び合併期日を記載する。 

（２）会社の分割については、分割する会社（分割により新設される会社を含む。）の名称、住所、

代表者の氏名及び資本金並びに分割により発行される株式等を引き受ける者並びに分割期日を

記載する。 

（３）株式交換については、株式交換をする会社の名称、住所、代表者の氏名及び資本金並びに株式

交換比率及び株式交換期日を記載する。完全親会社となる会社及び完全子会社となる会社を明

らかにすること。 

（４）株式移転については、株式移転により新設する会社の名称、住所、代表者の氏名及び資本金並

びに株式移転比率及び株式移転期日を記載する。 

（５）株式交付については、株式交付をする会社の名称、住所、代表者の氏名及び資本金並びに株式

交付比率及び株式交付期日を記載する。株式交付親会社となる会社及び株式交付子会社となる

会社を明らかにすること。 

（６）事業又は資産の譲受けについては、譲り受ける事業又は資産の内容及び価額（株式の場合は、

併せてその種類及び数）並びに譲受け期日を記載する。当該事業又は資産の譲受けが財産引受に

該当する場合には、その旨を記載する。 

（７）事業又は資産の譲渡については、譲り渡す事業又は資産の内容及び価額（株式の場合は、併せ

てその種類及び数）並びに譲渡期日を記載する。当該事業又は資産の譲渡が財産引受に該当する

場合には、その旨を記載する。 

（８）出資の受入れについては、当該出資受入れ前の資本金の額、受入れ額、受入れの方法（新株の

発行、親会社からの増資等）及び受入れ期日を記載する。当該出資の受入れが現物出資により行

われる場合にはその旨を記載し、財産の内容及び価額を記載する。また、当該出資の受入れと同

時に資本金、資本準備金又は利益準備金を減少する場合には、その減少額を記載し、株式の併合
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を伴う場合にはその併合比率を記載する。 

（９）他の会社の株式又は持分の取得（当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当

該他の会社が関係事業者となる場合に限る。）については、取得する株式又は持分に係る会社の

名称、住所、代表者の氏名及び資本金、取得する株式の総数及び取得後における当該他の会社の

発行済株式に占める取得株式の割合（出資割合）、派遣する役員数及び当該他の会社の役員に占

める当該事業者の派遣役員の割合並びに取得期日を記載する。 

（10）関係事業者の株式又は持分の譲渡（当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をするこ

とを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。）については、当該

関係事業者における株式保有比率（当該譲渡の前後についてそれぞれ記載する。）及び当該関係

事業者の役員に占める当該事業者の派遣役員の占める割合、当該譲渡に係る株式の譲渡先並び

に譲渡期日を記載する。当該株式を現物配当する場合には、その旨を記載する。 

（11）外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するもの（以下この項目において「株式等」と

いう。）の取得（当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外

国関係法人となる場合に限る。）については、取得する株式等に係る外国法人の名称、住所、代

表者の氏名及び資本金、取得する株式等の総数及び取得後における当該外国法人の発行済株式

等に占める取得株式等の割合（出資割合）、派遣する役員数及び当該外国法人の役員に占める当

該事業者の派遣役員の割合並びに取得期日を記載する。 

（12）外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するもの（以下この項目において「株式

等」という。）の譲渡（当該株式等を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡

により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。）については、当該外国関係法人にお

ける株式等の保有比率（当該譲渡の前後についてそれぞれ記載する。）及び当該外国関係法人の

役員に占める当該事業者の派遣役員の占める割合、当該譲渡に係る株式等の譲渡先並びに譲渡

期日を記載する。当該株式等を現物配当する場合には、その旨を記載する。 

（13）会社又は外国法人の設立については、設立する会社又は外国法人の名称、住所、代表者の氏名

及び資本金（出資者ごとに出資額を記載する。）並びに設立期日を記載する。会社の設立の場合

につき、当該会社の設立において定款に現物出資又は財産引受の記載がある場合には、その旨を

記載し、財産の内容及び価額を記載する。 

（14）会社又は外国法人の清算については、当該会社の名称、住所、代表者の氏名及び資本金並びに

清算期日を記載する。 

（15）有限責任事業組合に対する出資については、出資を行う有限責任事業組合の名称及び住所並び

に出資者（組合員）の名称（法人が出資者（組合員）である場合には、当該法人の名称並びに職

務執行者の当該法人における役職及び氏名）及び住所を記載する。また、金銭を出資の目的とす

る場合には、出資の額及び出資する期日を記載し、金銭以外の財産を出資の目的とする場合に

は、現物出資する財産の内容、財産の価額（有限責任事業組合契約に関する法律施行規則（平成

17年経済産業省令第74号）第８条第１項に規定する価額をいう。）及び出資する期日を記載する。 

（16）保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄については、当該撤去する施設又は

廃棄する設備を特定し、その内容、簿価及び除却費用並びに撤去又は廃棄期日をそれぞれ記載す

る。また、これに伴い希望退職の募集を行う場合は、その旨を記載する。 
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別表２ 

事業再編に伴う設備投資の内容 

                                       （単位：百万円） 

 設備投資所

要資金額 
名称 数量 単価 金額 用途 設置場所 

   年度        

   年度        

    年度        

合計額     

 

（設備投資の概要） 

 設備投資の概要 

   年度  

   年度  

    年度  

 

別表３ 

譲受け、取得又は譲渡する不動産の内容 

（土地）                                    （単位：㎡） 

 所 在 地 番 地    目 面  積 そ の 他 

１     

２     

３     

（家屋）                                    （単位：㎡） 

 所在家屋番号 種 類 構 造 床 面 積 そ の 他 

１     

２     

３     

（注）譲受け又は譲渡について、その他欄に記載する。事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴う不動産に

ついては、その他欄にその旨を記載し、併せて事業又は資産の譲受け元名又は譲渡先名を明記す

る。合併、分割等により取得をする不動産についても、同様とする。 

 

別表４ 

事業再編の実施時期 

年 度 実   施   内   容 

       年度  

       年度  

      年度  
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別表５ 

事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                       （単位：百万円） 

       調達先 

費用 

資金の借入れ 自己資金 その他 合計 備考 

  所 要 額      

（注） 

１．「資金の借入れ」には金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他」には出資、社債の発

行、リースその他「資金の借入れ」及び「自己資金」以外の調達方法による調達額を記載する。 

２．産業競争力強化法施行規則第12条第４項に規定する事業再編に係る資金計画を含む場合には、

「備考」に当該資金計画に係る債権放棄額の総額を記載するとともに、個々の債権者ごとに当該債

権者の氏名（当該債権者が法人の場合にあっては、法人名）、債権放棄額及び債権放棄の実施時期

を記載する。 

 

別表６ 

事業再編に伴う二以上の事業者が本特例に従って事業再編のための措置を共同して行うことに

関する書面による合意の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置

の内容 

① （二以上の事業者が共同して本特例の認定

を受けようとする場合において、当該二以上

の事業者のいずれか一の事業者及び当該事業

者が発行済株式の全部を有する株式会社が特

定関係事業者の総株主の議決権の三分の二以

上を有している場合以外の場合のみ記載） 

当該二以上の事業者が本特例に従って事業再

編のための措置を共同して行うことに関する

書面による合意の内容 

 

② （食品等持続的供給法第17条（第３項を除

く）において適用する産業競争力強化法第28

条第１項若しくは第２項各号に掲げる行為又

は第28条第５項の株式等売渡請求（以下別表

６において「事業譲渡等」という。）について

特定関係事業者とその取締役との利益が相反

する状況にある場合その他の不公正な条件で

事業譲渡等が行われることにより特定関係事

業者の株主の利益が害されるおそれがある状

況にある場合のみ記載） 

不公正な条件で事業譲渡等が行われることに

より特定関係事業者の株主の利益が害される

おそれがある状況の内容及び事業譲渡等に係

る条件の公正性を担保するために講ずる措置

の内容 
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（注）①には、二以上の事業者が共同して本特例の認定を受けようとする場合において、当該二以上

の事業者のいずれか一の事業者及び当該事業者が発行済株式の全部を有する株式会社が特定関係

事業者の総株主の議決権の三分の二以上を有している場合以外の場合に、当該二以上の事業者が

本特例に従って事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容を具体

的に記載する。 

   ②には、事業譲渡等について特定関係事業者とその取締役との利益が相反する状況にある

場合その他の不公正な条件で事業譲渡等が行われることにより特定関係事業者の株主の利益

が害されるおそれがある状況にある場合において、当該状況の内容及び事業譲渡等に係る条

件の公正性を担保するために講ずる措置の内容を具体的に記載する。 

 

別表７ 

事業再編に伴う食品等持続的供給法第17条（第３項を除く）において適用する産業競争力強化法第

29条第１項に規定する株式の併合の内容 

① 資本金等の額の減少と同時に行う株

式の併合の内容 

 

② 一単元の株式の数の減少又はその数

の廃止の内容 

 

（注）①には、資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容について、併合比率及び予定の年

月日を含め要約的に記載する。 

   ②には、一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容について記載することにより、株式の

併合後各株主がそれぞれ有する単元の数（当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合に

あっては、各株主がそれぞれ有する株式の数）が、当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有

する単元の数を下回ることがないことを明らかにすること。 

 

別表８ 

事業再編に伴う食品等持続的供給法第17条（第３項を除く）において適用する産業競争力強化

法第30条第１項に規定する株式の発行又は自己株式の処分及び特定株式等取得の内容 

① （公開買付け（金融商品取引法（昭和

23年法律第25号）第27条の２第６項に

規定する公開買付けをいい、外国にお

けるこれに相当するものを含む。以下

別表８において同じ。）の方法により特

定株式等取得をする場合のみ記載） 

公開買付けにおいて取得する予定の他

の株式会社又は外国法人の議決権の数

の下限 

 

② （公開買付けの方法以外の方法によ

り特定株式等取得をする場合のみ記

載） 

特定株式等取得において取得する予定

の他の株式会社又は外国法人の議決権
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の数又はその下限 

③ ①又は②の数の議決権を取得した場

合の他の株式会社又は外国法人の総議

決権に占める事業者が保有する当該他

の株式会社又は外国法人の議決権の数

の割合 

 

④ 食品等持続的供給法第17条（第３項

を除く）において適用する産業競争力

強化法第30条第１項の規定により発行

することが見込まれる株式又は処分す

ることが見込まれる自己株式の数 

 

⑤ 食品等持続的供給法第17条（第３項

を除く）において適用する産業競争力

強化法第30条第１項の規定による株式

の発行又は自己株式の処分の結果とし

て同項の子会社が保有することとなる

事業者の株式の数 

 

（注） 

１．①には、公開買付けの方法により特定株式等取得をする場合に、金融商品取引法第27条の

13第４項第１号に規定する条件（外国における公開買付けの方法に相当するものにあっては、

これに相当するもの）を付そうとする場合における当該条件に含まれる他の株式会社の株式

に係る議決権又は外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものに係る議決権

のうち、外国における新株予約権若しくは新株予約権付社債又はこれらに類似するものに係

る議決権を除いた数を記載すること。 

２．②には、公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合に、特定株式等取

得において取得する予定の他の株式会社又は外国法人の議決権の数又はその下限を記載する

こと。 

３．公開買付けの方法により特定株式等取得をする場合（当該特定株式等取得に係る他の株式

会社又は外国法人が事業者の関係事業者又は外国関係法人でない場合に限る。）において、

議決権保有割合が100分の40に満たない事業者にあっては、公開買付けにおいて、議決権保有

割合が100分の40以上となるように金融商品取引法第27条の13第４項第１号に規定する条件

（外国における公開買付けの方法に相当するものにあっては、これに相当するもの）を付す

旨を③に記載すること。 

４．公開買付けの方法以外の方法により特定株式等取得をする場合（当該特定株式等取得に係

る他の株式会社又は外国法人が事業者の関係事業者又は外国関係法人でない場合に限る。）

において、議決権保有割合が100分の40に満たない事業者にあっては、議決権保有割合が100

分の40以上となるように講ずる措置の内容を③に記載すること。 

５．⑤は、特定株式等取得に際して子会社が交付する事業者の株式の数を超えない数に限られ

る。 
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別表９ 

事業再編に伴う特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関する日程 

① 特定剰余金配当株式等の金融商品取

引所への上場に関する日程 

 

② 事業者の株主が特定剰余金配当によ

り交付を受ける特定剰余金配当株式等

の売却をすることが困難でない理由 

 

（注）①には、金融商品取引所の名称及び上場予定日その他の特定剰余金配当株式等の金融商品

取引所への上場に関する日程を記載する。また、特定剰余金配当に係る会社法第454条第１項

の規定による決定に係る株主総会又は取締役会の決議において金融商品取引所が特定剰余

金配当株式等をその売買のため上場することを承認したことを当該特定剰余金配当がその

効力を生ずることの条件とする場合にあってはその旨、当該場合以外の場合にあってはその

旨及びその理由も記載する。 



 

 

（別添８） 
 

産業競争力強化法の特例（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する事項 

（食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正

化に関する法律第17条第３項関係） 

 

申請者の氏名又は名称：                         

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 特例の活用を希望する食品等事業者ごとに記載すること。  
 

１．エネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標 
（１）エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の目標 

 
 
（２）その事業の生産性を相当程度向上させることを示す目標 

 
 
（３）財務内容の健全性の向上を示す目標 

 
 
２．エネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容及び実施時期 
（１）エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の内容 

① 環境負荷低減事業活動計画（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る部分に限る。）の対象

となる事業（日本標準産業分類における中分類名称及びその分類コード） 
 

  
② エネルギー利用環境負荷低減事業適応の具体的内容 

 
 

（２）エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う場所の住所 
 

 
（３）エネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容 

 
 
（４）エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期 

① エネルギー利用環境負荷低減事業適応の開始時期及び終了時期 
    年   月   ～    年   月     



 

 

 
② 毎事業年度の実施予定 

 
 
（５）エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

① 必要な資金の額及び調達方法の概要 
 

 
② 必要な資金の額及び調達方法 

 
 

３．エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程 
 

 
４．その他 

 
 
 

（備考）  

イ．農林水産大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。  

ロ．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

ハ．産業競争力強化法施行規則第11条の２第２項及び第３項の書類並びに同条第４項の規定による求

めに係る書類を添付すること。 
 

（記載要領） 

１．エネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標 

（１）エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の目標（エネルギー利用環境負荷低減事業適応

を行おうとする背景となる経済社会情勢の変化及びそれにより目指す事業の方向性）を要約的に

記載する。また、認定事業適応関連措置（産業競争力強化法第 21 条の 24 第１項第１号に規定す

る行為をいう。以下同じ。）を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減

事業活動計画にあっては、別表１により環境への負荷の低減に関する野心的な目標（事業適応の実

施に関する指針（令和３年財務省・経済産業省告示第６号。以下「実施指針」という。）第３項第

２号イに規定する目標をいう。以下同じ。）についても記載する。 

（２）その事業の生産性を相当程度向上させることを示す数値目標（実施指針に規定する具体的な指標

を用いる。）を記載する。また、生産工程効率化等設備（産業競争力強化法第２条第 13項に規定す

る設備をいう。以下同じ。）に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う者のうち事業所又

は事業者全体のエネルギー起源二酸化炭素排出量が増加する計画を策定する者は、今後、環境負荷

の低減を図りながら、生産の拡大により、市場の獲得を目指す旨を記載する。 



 

 

（３）財務内容の健全性の向上を示す目標（実施指針に規定する目標を用いる。）を記載する。 

２．エネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容及び実施時期 

（１）エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の内容を記載する。 

① 環境負荷低減事業活動計画（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る部分に限る。）の対象

となる事業（日本標準産業分類の事業分類を併せて記載する。）を明記するとともにその選定理由

を記載する。 

② エネルギー利用環境負荷低減事業適応の具体的内容を要約的に記載する。この際、１．（２）に

記載する目標の達成に向けた具体的な取組の内容を説明する。また、環境負荷低減事業活動計画

（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る部分に限る。）のうち、連携事業計画（実施指針第

１項第２号ロ①(1)（イ）（注３）①に規定する連携事業計画をいう。以下同じ。）を含むものにあ

っては、当該連携事業計画に係る特定大企業等（同号ロ①(1)（イ）に規定する特定大企業等をい

う。以下同じ。）とその連携事業者（同号ロ①(1)（イ）（注３）に規定する連携事業者をいう。以

下同じ。）との間の当該連携事業計画等に係る合意の内容など、当該連携事業計画における取組の

内容が連携事業（同号ロ①(1)（イ）（注３）に規定する連携事業をいう。）に該当することが明ら

かとなるよう具体的に記載する。 

（２）エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う場所の住所を記載する。 

（３）別表２により、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容について記載す

る。 

（４）エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期について記載する。 

① エネルギー利用環境負荷低減事業適応の開始時期及び終了時期を年月をもって記載する。 

② 実施期間は５年を超えないものとする。ただし、認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の

貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事業活動計画にあっては、10 年以上とする。 

③ 別表３により、毎事業年度の実施予定を記載する。 

（５）エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法を記載する。た

だし、認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低

減事業活動計画にあっては任意記載事項とする。 

①  必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。 

②  必要な資金の額及び調達方法は、別表４により記載する。 

３．エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程 

原則、産業競争力強化法施行規則第 11条の２第２項第５号に掲げる書類を添付することで足りるも

のとする。 

４．その他 

認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事業活

動計画にあっては、別表５により必要な事項を記載する。 

 

別表１（環境への負荷の低減に関する野心的な目標） 

環境への負荷の低減に関する野心的な目標 

目標の設定時期 目標の概要 目標の設定方法 

   



 

 

   

   

（注）外部評価機関（産業競争力強化法施行規則第 11条の２第２項第８号に規定する外部評価機関

をいう。以下同じ。）による認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内容

を記載すること。ただし、「目標の設定方法」については、外部評価機関に認証を受けるに当た

って作成した書類等の写しを添付することをもって記載に代えることができる。 

 
別表２－１（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容） 

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容 

（１）事業者及び事業所の概要 
中小企業者

等、特定大企

業等及び連携

事業者の該当

の有無 

設備を導入する事業所の概要 

事業所の名称 事業所の住所 

エネルギー使用量（原油換

算）3,000 キロリットル以

上の該当の有無 

    

    

（注） 
１．認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事

業活動計画については記載を要しない。 
２．「中小企業者等、特定大企業等及び連携事業者の該当の有無」は、いずれかに該当する場合はそ

の「該当する区分」を、該当しない場合は「無」と記載すること。なお、「中小企業者等」とは、

租税特別措置法第 10条の５の５第３項第１号に規定する中小事業者又は同法第 42条の 12の６第

２項第１号に規定する中小企業者をいう。 
３．「エネルギー使用量（原油換算）3,000キロリットル以上の該当の有無」は、該当する場合は「有」

と、該当しない場合は「無」と記載すること。 
 
（２）生産工程効率化等設備の内容 

 事業所名 種類 設備等の名称 
炭素生産性の

向上率（%） 
数量 

事業の用に

供する時期 
合計金額 
（千円） 

1        
2        
3        

合計     

（注） 
１．認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事

業活動計画については記載を要しない。 
２．「種類」は、生産工程効率化等設備の税務上の区分（機械及び装置、器具及び備品、建物附属設

備、構築物又は車両及び運搬具）を記載すること。 



 

 

３．「事業の用に供する時期」は、年月をもって記載する。 
４．「炭素生産性の向上率」は、生産工程効率化等設備に関する命令（令和３年内閣府、総務省、財

務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第３号）に基づ

き、計算した値を記載すること。ただし、設備が車両（列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削

減に資する鉄道車両として国土交通大臣が定めるものに限る。）の場合にあっては、併せて鉄道業

の事業適応の実施に関する指針（令和６年国土交通省告示第 289号）第４号に規定する「エネルギ

ー利用環境負荷低減事業適応についての要件」に基づき、計算した値を記載すること。なお、設備

の導入前は、基準年度（実施指針に規定する基準年度を用いる。）の値とし、設備の導入後は、設

備を導入する年度の値とする。ただし、設備を導入する年度については、設備の導入時期が年度途

中であること等により、当該設備を導入する年度において十分な炭素生産性の向上効果が現れな

いことが見込まれる場合にあっては、その翌年度とすることができる。 

 

別表２－２（認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低

減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う投資の内容） 
認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事業活動

計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う投資の内容 

 

（注）環境への負荷の低減に関する野心的な目標を実現するための投資計画について要約的に記載

する。この際、外部評価機関に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内

容を記載すること。ただし、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添

付することをもって記載に代えることができる。 
 
別表３（エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期） 

エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施時期 
年 度 実   施   内   容 

年度  

年度  

年度  

年度  

年度  

（注） 
１．計画の実施期間に応じて年度ごとに記載する。 
２．認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事

業活動計画にあっては、環境への負荷の低減に関する野心的な目標を実現するための戦略につい

ても記載する。この際、外部評価機関に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説

明の内容を記載すること。ただし、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写し

を添付することをもって記載に代えることができる。 
 



 

 

別表４（エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法） 

エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
（単位：千円） 

  調達方法 
費用 

政府関係

金融機関

からの 
借入れ 

民間金融

機関等か

らの 
借入れ 

自己 
資金 

その他 合計 備考 

エネルギー利用環境負

荷低減事業適応の実施

に必要な資金の額 
      

（注） 
１．「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金

融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、

「その他」には出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」、「民間金融機

関等からの借入れ」及び「自己資金」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び

金額の内訳を示しつつ記載する。 
２．認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、その旨

を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。 
 

別表５（認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事

業活動計画におけるその他の事項） 
認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる環境負荷低減事業活動

計画におけるその他の事項 

（１） 環境への負荷の低減に関する野心的な目標を実現するための戦略の実効性を担保するための管

理体制 
 

（２） 自社の事業活動における気候変動の重要性 
 

（注）外部評価機関に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内容を記載す

ること。ただし、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添付すること

をもって記載に代えることができる。 



（別添９） 

 

食料システム構築計画のみなし措置に関する事項 

 

１ 対象品目とそのニーズに関する分析 

品目 ニーズに関する分析 

  

注：記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

２ 食品等事業者と農業者等の連携者（承認規程第２に定める「連携者」をいう。以下同

じ。）が協働で安定的な農産物の生産・供給に取り組むに当たっての現状と課題 

（※食品等事業者及び連携者が実施している３つの機能について記載が必須） 

機能 現状と課題 

（１）農産物の生産安定・効率化機能  

（２）農産物の供給調整機能  

（３）実需者ニーズ対応機能  

 

３ 実施する取組内容（※１つ以上の機能の具備・強化が必須） 

機能 取組 

（１）農産物の生産安定・効率化機能  

（２）農産物の供給調整機能  

（３）実需者ニーズ対応機能  

 

４ 生産者・産地の生産活動の安定・効率化に資する効果 

 

 

（添付資料） 

食料システム構築計画に係る承認規程別紙様式第２号－１ 

  



別紙 
 

食料システム構築計画のみなし措置に係る連携者に関する事項 

 
１．連携者の概要 
① 氏名： 

（法人その他の団体の場合はその名称及び代表者の氏名：       ） 

② 法人番号（法人の場合）： 

③ 住所 

（申請者が法人その他の団体の場合には、主たる事務所の所在地：     ） 

④ 連絡先： 

  ・電話番号： 

  ・E-mail： 

  ・担当者の氏名： 

⑤ 実績 

・設立年： 

・事業内容： 

・所有施設、所有機械： 

・取扱品目、量： 

・主な取引先： 

等、活動実績について記載すること。 

注１ 連携者が複数名の場合は、適宜行を追加すること。 
２ 連携者との合意が確認できるもの（総会の議事録等）を添付すること。 
３ 定款（規約）、直近２ヶ年の経営状況（経営収支）がわかる資料を添付すること。 

 



別記様式第３号 

番     号  

年  月  日  

 

事業所管大臣 殿 

 

 

 

  農林水産大臣 又は 地方農政局長等  

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律第６条第５項、第８条第５項、第９条第

５項及び第 10条第５項の認定の申請について（通知） ※ 

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等

の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第６条第２項第２号、第８条第２項

第２号、第９条第２項第２号及び第 10 条第２項第２号に掲げる事項として○○○○○○が

記載された安定取引関係確立事業活動計画等について、別添写しのとおり認定の申請があっ

たため、第６条第６項（第７条第３項（第８条第７項、第９条第８項及び第 10 条第７項に

おいて準用する場合を含む。）、第８条第６項、第９条第７項及び第 10 条第６項において準

用する場合を含む。）の規定に基づき、通知する。 

 

※ 安定取引関係確立事業活動計画等の変更に係る認定の申請の場合には、安定取引関係    

確立事業活動計画等の変更に係る認定の申請の通知書として扱う。 

 

 

（備考） 

別添として、本通知に係る、安定取引関係確立事業活動計画等に係る認定申請書、安定取引関係確立 

 事業活動計画等及びその添付書類の写しを添付すること。 



 

別記様式第４号 

番     号  

年  月  日  

 

  事業所管大臣 又は 地方支分部局の長 殿 

 

 

 

    農林水産大臣 又は 地方農政局長等  

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律第６条第４項第１号イ、第８条第４項第

１号イ、第９条第４項第１号イ又は第 10条第４項第１号イに規定する事項につ

いて（協議） 

 

 

   年  月  日付けで下記の者から別添写しのとおり申請があった安定取引関係確

立事業活動計画等の認定又は変更の認定に関し、当該計画に食品等の持続的な供給を実現す

るための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成

３年法律第 59 号）第６条第４項第１号イ、第８条第４項第１号イ、第９条第４項第１号イ

又は第 10 条第４項第１号イに定める事項が含まれているため、同法第６条第８項（第７条

第３項（第８条第７項、第９条第８項及び第 10 条第７項において準用する場合を含む。）、

第８条第６項、第９条第７項及び第 10 条第６項において準用する場合を含む。）の規定に

基づき、協議する。 

 なお、本協議に対し、同意をしないとき又は同意に条件を付するときは、その理由及び条

件を回答書に付記するようお願いする。 

 

記 

申請者 

 住所： 

 氏名： 

 

 

（備考） 

別添として、本協議に係る、安定取引関係確立事業活動計画等に係る認定申請書、安定取引関係確

立事業活動計画等及びその添付書類の写しを添付すること。 



 

別記様式第５号 

番     号  

年  月  日  

 

事業所管大臣 又は 地方支分部局の長 殿 

 

 

 

農林水産大臣  

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律第６条第４項第１号ハ、第８条第４項第

１号ハ、第９条第４項第１号ニ又は第 10条第４項第１ハに規定する事項につい

て（協議） 

 

 

   年  月  日付けで下記の者から別添写しのとおり申請があった安定取引関係確

立事業活動計画等の認定又は変更の認定に関し、当該計画に食品等の持続的な供給を実現す

るための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成

３年法律第 59 号）第６条第４項第１号ハ、第８条第４項第１号ハ、第９条第４項第１号ニ

又は第 10 条第４項第１ハに定める事項が含まれているため、同法第６条第９項（第７条第

３項（第８条第７項、第９条第８項及び第 10 条第７項において準用する場合を含む。）、第

８条第６項、第９条第７項及び第 10 条第６項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、協議する。 

 なお、本協議に対し、同意をしないとき又は同意に条件を付するときは、その理由及び条

件を回答書に付記するようお願いする。 

   

記 

申請者 

 住所： 

 氏名： 

 

 

（備考） 

別添として、本協議に係る、安定取引関係確立事業活動計画等に係る認定申請書、安定取引関係確 

立事業活動計画等及びその添付書類の写しを添付すること。 



 

別記様式第６号 

番     号  

年  月  日 

 

  事業所管大臣 又は 地方支分部局の長 殿 

 

 

 

農林水産大臣 

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律第９条第４項第１号ハに規定する事項に

ついて（協議） 

 

 

   年  月  日付けで下記の者から別添写しのとおり申請があった環境負荷低減事

業活動計画の認定又は変更の認定に関し、当該計画に食品等の持続的な供給を実現するため

の食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法

律第 59 号）第９条第４項第１号ハに定める事項が含まれているため、同条第６項（同条第

８項において準用する第７条第３項に規定する変更の認定をしようとする場合を含む。）の

規定に基づき、協議する。 

 なお、本協議に対し、同意をしないとき又は同意に条件を付するときは、その理由及び条

件を回答書に付記するようお願いする。 

 

記 

申請者 

 住所： 

 氏名： 

 

 

（備考） 

別添として、本協議に係る、安定取引関係確立事業活動計画等に係る認定申請書、安定取引関係確

立事業活動計画等及びその添付書類の写しを添付すること。 



別記様式第７号 

番     号  

年  月  日 

 

         殿 

 

 

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 

 

 

 

安定取引関係確立事業活動計画等 に係る認定通知書 ※ 

  

 

 

 

 年  月  日付けで認定の申請のあった安定取引関係確立事業活動計画等については、 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の

取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第６条第５項（第７条第３項（第８条

第７項、第９条第８項及び第 10条第７項において準用する場合を含む。）において準用する

場合を含む。）、第８条第５項、第９条第５項又は第 10条第５項の規定に基づき、認定しま

す。 

 

 ※ 安定取引関係確立事業活動計画等の変更に係る認定の場合には、安定取引関係確立事

業活動計画等の変更に係る認定通知書として扱う。 

 

 

（備考） 

    別添として、本通知に係る、事業活動計画に係る認定申請書及び事業活動計画の写しを添付する 

こと。 

 

安定取引関係確立事業活動計画 

流通合理化事業活動計画 

環境負荷低減事業活動計画 

消費者選択支援事業活動計画 

安定取引関係確立事業活動計画 

流通合理化事業活動計画 

環境負荷低減事業活動計画 

消費者選択支援事業活動計画 



 

別記様式第８号 

番     号  

年  月  日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 殿 

 

 

 

        農林水産大臣  

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律第６条第４項第１号ロ、同項第２号、第８

条第４項第１号ロ、同項第２号、第９条第４項第１号ロ、同項第２号、第 10条

第４項第１号ロ又は同項第２号に掲げる事項について（通知） ※ 

 

 

 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等

の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59号）第６条第４項第１号ロ、同項第２号、

第８条第４項第１号ロ、同項第２号、第９条第４項第１号ロ、同項第２号、第 10 条第４項

第１号ロ又は同項第２号に掲げる事項が記載された安定取引関係確立事業活動計画等につ

いて、別添写しのとおり当該計画等を認定したため、同法第６条第 10項（第７条第３項（第

８条第７項、第９条第８項及び第 10 条第７項において準用する場合を含む。）、第８条第６

項、第９条第７項及び第 10条第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、その

旨通知する。 

 

※ 安定取引関係確立事業活動計画等の変更に係る認定の場合には、安定取引関係確立

事業活動計画等の変更に係る認定の通知書として扱う。 

 

 

（備考） 

別添として、別記様式第７号、認定安定取引関係確立事業活動計画等の写しを添付すること。 



別記様式第９号 

番     号  

年  月  日 

 

         殿 

 

 

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 

 

 

 

               に係る不認定通知書 

 

 

 

 年  月  日付けで認定又は変更の認定の申請のあった 

 

については、下記の理由により、認定をしない 

 

 

ものとします。 

 

記 

 

認定をしない理由 

 

（備考） 

  １ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定により、   

この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、農林水産大臣に対して審査

請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

安定取引関係確立事業活動計画 

流通合理化事業活動計画 

環境負荷低減事業活動計画 

消費者選択支援事業活動計画 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

 

別記様式第 10号の１ 

 

認定安定取引関係確立事業活動計画等における産業競争力強化法の特例 

（事業再編関係）に関する内容の公表 

 

 

１．認定をした年月日 

２．認定安定取引関係確立事業活動計画等の事業者の名称 

３．認定安定取引関係確立事業活動計画等における事業再編の目標 

４．事業再編の内容 

５．事業再編の実施時期 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 

７．その他 

 

 

（記載要領） 

（１）認定安定取引関係確立事業活動計画等の事業者の事業上の秘密に該当する部分については、

これを公表の対象として記載しない。 

（２）当該認定安定取引関係確立事業活動計画等の内容に公表することが適当でない事項が含まれ

ている場合には、当該事項に代えて、公表しない旨及びその理由を記載することができる。 



 

 

別記様式第 10号の２ 

 
認定環境負荷低減事業活動計画における産業競争力強化法の特例 

（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する内容の公表 

 
 

１．環境負荷低減事業活動計画の認定の日付 
 ２．認定環境負荷低減事業活動計画の事業者の名称 
 ３．認定環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容 
  

  

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

環境負荷低減事業活動計画の事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対

象として記載しない。 



 

 

別記様式第 10号の３ 

 

 変更後の認定安定取引関係確立事業活動計画等における産業競争力強化法の特例 

（事業再編関係）に関する内容の公表 

 

 

１．変更認定をした年月日 

２．変更後の認定安定取引関係確立事業活動計画等の事業者の名称 

３．変更事項 

４．変更事項の内容 

 

 

（記載要領） 

（１）認定安定取引関係確立事業活動計画等の事業者の事業上の秘密に該当する部分については、

これを公表の対象として記載しない。 

（２）当該認定安定取引関係確立事業活動計画等の内容に公表することが適当でない事項が含まれ

ている場合には、当該事項に代えて、公表しない旨及びその理由を記載することができる。 



 

 

別記様式第 10号の４ 

 
変更後の認定環境負荷低減事業活動計画における産業競争力強化法の特例 

（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する内容の公表 

 
 
 １．環境負荷低減事業活動計画の変更認定をした日付 
 ２．変更後の認定環境負荷低減事業活動計画の事業者の名称 

３．変更後の認定環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応 
の内容 

 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

認定環境負荷低減事業活動計画の事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表

の対象として記載しない。 



 

 

別記様式第 10号の５ 

 

産業競争力強化法第23条第１項の認定があったものとみなされた 

認定安定取引関係確立事業活動計画等の認定取消しの公表 

 

 

１．安定取引関係確立事業活動計画等の認定取消しの年月日 

２．安定取引関係確立事業活動計画等の認定を取り消された事業者名 

３．安定取引関係確立事業活動計画等の認定取消しの理由 

 

 

（記載要領） 

安定取引関係確立事業活動計画等の認定取消しの理由 

（１）食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の

取引の適正化に関する法律第７条第２項（第８条第７項、第９条第８項又は第10条第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による当該認定安定取引関係確立事業活動計画等の認

定取消しが産業競争力強化法第24条第２項及び第３項の規定によるものである場合に記載す

るものとする。その際、産業競争力強化法第24条第２項及び第３項のうち、認定取消しの理

由となっているものを具体的に記載する。 

（２）事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載しない。 

（３）当該認定安定取引関係確立事業活動計画等の内容に公表することが適当でない事項が含ま

れている場合には、当該事項に代えて、公表しない旨及びその理由を記載することができる。 



 

 

別記様式第 10号の６ 

 
産業競争力強化法第 21条の 22第１項の認定があったものとみなされた 

認定環境負荷低減事業活動計画の認定取消しの公表 

 
 
 １．環境負荷低減事業活動計画の認定取消しをした日付 
 ２．認定を取り消された環境負荷低減事業活動計画の事業者の名称 
 ３．環境負荷低減事業活動計画の認定取消しの理由 
 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

１．食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取

引の適正化に関する法律第７条第２項（第８条第７項、第９条第８項又は第10条第７項におい

て準用する場合を含む。）の規定による当該認定安定取引関係確立事業活動計画等の認定取消

しが産業競争力強化法第21条の23第２項及び第３項の規定によるものである場合に記載するも

のとする。その際、認定取消しの理由を具体的に記載する。 

２．環境負荷低減事業活動計画の事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表

の対象として記載しない。 



 

 

別記様式第 10号の７ 

 
認定安定取引関係確立事業活動計画等における産業競争力強化法の特例 

（事業再編関係）に関する実施状況の概要の公表 

 
 
 １．安定取引関係確立事業活動計画等の認定の日付 
 ２．認定安定取引関係確立事業活動計画等の事業者の名称 
 ３．認定安定取引関係確立事業活動計画等における事業再編の実施期間 
４．認定安定取引関係確立事業活動計画等における事業再編に係る事業の達成状況等 
５．認定安定取引関係確立事業活動計画等における事業再編に伴う労務に関する事項 

 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領） 

認定安定取引関係確立事業者等の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象と

して記載しない。 



 

 

別記様式第 10号の８ 

 
認定環境負荷低減事業活動計画における産業競争力強化法の特例 

（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する（中間）実施状況の概要の公表 

 
 
 １．環境負荷低減事業活動計画の認定の日付 
 ２．認定環境負荷低減事業活動計画の事業者の名称 
 ３．認定環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施期間 
４．認定環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施状況 

 
 

（備考）  
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 
（記載要領） 

１．認定環境負荷低減事業活動計画の事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを

公表の対象として記載しない。 
２．認定環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施状況は、

この公表の時までに実施されたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の達成状況及

び数値目標の達成状況（認定環境負荷低減事業活動計画に記載したものを用いる。）を記載す

る。 



 

別記様式第 11号 

 

☐ 安定取引関係確立事業活動計画 

☐ 流通合理化事業活動計画 

☐ 環境負荷低減事業活動計画 

☐ 消費者選択支援事業活動計画  の変更に係る認定申請書 
 

                                年  月  日 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                   住 所 

                   氏 名                    

 

   年  月  日付け○○○○第○○号で認定を受けた 

 

     について、下記のとおり変更したいので、食品等の 

 

持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適

正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第７条第１項（第８条第７項、第９条第８項及

び第 10 条第７項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、変更の認定を申請しま

す。 

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、申請する事業活動計画の代表者を記載すること。 

 ２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」に

は「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

３ 共同で認定を受けた事業活動計画の変更に係る認定を申請する場合には、申請者欄に各申請者の

住所及び氏名（申請者が法人その他の団体の場合には「主たる事務所の所在地」及び「名称及び代

表者の氏名」）を連記すること。 

 ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 ５ 必要書類を添付すること。 

 

記 

 

１ 変更事項の内容 

事業活動計画 新 旧 

○○○○ 
 

 

 

 

注 安定取引関係確立事業活動計画等のうち複数の事業活動に関する計画の認定を受けており、複数

の計画の変更内容を記載する場合は、欄を繰り返し設けて記載すること。 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

２ 変更事項に関連する特例措置 
☐ 中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係） 

☐ 研究機構の設備等の供用及び協力 

☐ 株式会社日本政策金融公庫の長期・低利の資金（食品等持続的供給促進資金）の貸付け 

☐ 株式会社日本政策金融公庫のスタンドバイ・クレジット 

☐ 食品等持続的供給推進機構による債務保証 

☐ 産業競争力強化法の特例（事業再編関係） 

☐ 産業競争力強化法の特例（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係） 

注：関連する特例措置にチェック（レ）を付けること。 

 

３ 変更の理由 

 

４ 変更日 

 



 

別記様式第 12 号 

 

☐ 安定取引関係確立事業活動計画 

☐ 流通合理化事業活動計画 

☐ 環境負荷低減事業活動計画 

☐ 消費者選択支援事業活動計画  の実施状況報告書（ 年度） 

 

                                年  月  日 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                   住 所      

                   氏 名                         

 

 

 年  月  日付け○○○○第○○号で認定を受けた 

 

 

の実施状況について、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活

動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）第21条の規定に

基づき、 年度の実施状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 安定取引関係確立事業活動等の実施内容に関する状況 

○○○○事業活動 

計画  

実績  

目標値 
事業実施前 

（ 年度） 

１年目 

（ 年度） 

２年目 

（ 年度） 

３年目 

（ 年度） 

４年目 

（ 年度） 

５年目 

（ 年度） 

〇 〇 〇(○％)     

注１ 目標値の欄の（〇％）の欄には事業実施前からの伸び率を記載すること。 

２ 安定取引関係確立事業活動計画等のうち複数の事業活動に関する計画の認定を受けている場合

は、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

  

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

２ 農林水産物の取扱量及び取扱額の実績 

品目 

取  扱  量（㎏、％） 

事業実施前 

（ 年度） 

１年目 

（ 年度） 

２年目 

（ 年度） 

３年目 

（ 年度） 

４年目 

（ 年度） 

５年目(最終) 

（ 年度） 

 ○㎏ ○㎏(○％) 
   

 

   
   

 

   
   

 

 

品目 

取  扱  額（千円、％） 

事業実施前 

（ 年度） 

１年目 

（ 年度） 

２年目 

（ 年度） 

３年目 

（ 年度） 

４年目 

（ 年度） 

５年目(最終) 

（ 年度） 

 ○千円 ○千円(○％) 
   

 

   
   

 

   
   

 

  注１ 認定申請時の認定申請書に別記様式第２号別添３、別添４を添付した者のみ記載すること。 

２ 最終年度には(最終)と記すこと。 

３ （〇％）の欄には事業実施前からの伸び率を記載すること。 

 

３ 計画時から調達先を追加した場合の調達先の概要 

品目 期間 生産地名 

地域の農林水産物の調達先となる農林漁業者等 

氏名又は名称 住所又は事務所の所在地 

     

注１ 食品等持続的供給促進資金のうち食品産業・農林漁業連携型事業を活用した者で、該当する場合の

み記載すること。 

２ 農林漁業者との契約書、直近の伝票等を添付すること。 

 

４ 生産性向上の目標に関する状況 

 
注 食品等持続的供給促進資金のうち食品産業生産性向上型事業を活用した者のみ記載すること。 

 

５ 計画時から調達先を追加した場合の調達先の概要 

品目 生産地名 

  

注 食品等持続的供給促進資金のうち食品産業生産性向上型事業を活用した者で、該当する場合のみ記載

すること。 

 

  



 

６ 計画と実績が異なる場合の理由 

○○○○事業活動 

 

注 安定取引関係確立事業活動計画等のうち複数の事業活動に関する計画の認定を受けている場合は、欄

を繰り返し設けて記載すること。 

 

７ 確認事項 

☐ 
本報告の内容を関係する各機関に対し、農林水産省から提供することに同意してい

ること 

 

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、申請する事業活動計画の代表者を記載すること。 

２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」に

は「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

３ 共同で認定を受けた事業活動計画の実施状況を報告する場合には、申請者欄に各申請者の住所及

び氏名（申請者が法人その他の団体の場合には「主たる事務所の所在地」及び「名称及び代表者の

氏名」）を連記すること。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

５ 必要書類を添付すること。 
６ 計画時から調達先を追加した場合の農林漁業者との契約書、直近の伝票等を添付すること。ただ

し、申請時に記載した農林漁業者との取引や資本関係を解消し、調達先を完全に切り替える場合に

は、計画変更を要する。 



別記様式第 13号 

番     号 

年  月  日 

 

 殿 

 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等  

 

 

 

              に係る認定取消通知書 

 

 

 

年  月  日付け○○○○第○○号で認定した 

 

 

については、食品等の持続的な供給を実現するため 

 

の食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法

律第 59号）第７条第２項（第８条第７項、第９条第８項及び第 10条第７項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づき、下記の理由により認定を取り消します。 

  

記 

 

認定を取り消す理由 

 

（備考) 

１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定により、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、農林水産大臣に対して審査請求

をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや

処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

安定取引関係確立事業活動計画 

流通合理化事業活動計画 

環境負荷低減事業活動計画 

消費者選択支援事業活動計画 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

別記様式第 14号 

番     号 

年  月  日 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 殿 

 

 

 

   農林水産大臣  

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及

び食品等の取引の適正化に関する法律第６条第４項第１号ロ、同項第２号、第８

条第４項第１号ロ、同項第２号、第９条第４項第１号ロ、同項第２号、第 10条

第４項第１号ロ又は同項第２号に掲げる事項について（認定の取消しに係る通

知） 

 

令和○年○月○日付け○○○○第○○号で認定した安定取引関係確立事業活動計画等に

ついて、別添写しのとおり、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事

業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第７条第２

項（第８条第７項、第９条第８項及び第 10条第７項において準用する場合を含む。）に基づ

き当該計画等の認定を取り消したため、同法第７条第３項（第８条第７項、第９条第８項及

び第 10 条第７項において準用する場合を含む。）において準用する第６条第 10 項の規定に

基づき、その旨通知する。 

 

 

（備考） 

別添として、別記様式第 13号の写しを添付すること。 



 

別記様式第 15号 

 

☐ 安定取引関係確立事業活動計画 

☐ 流通合理化事業活動計画 

☐ 環境負荷低減事業活動計画 

☐ 消費者選択支援事業活動計画 の認定取消しに係る申出書 

 

                                年  月  日 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                   住  所      

                   氏  名 
                         

 

  年  月  日付け○○○○第○○号で認定を受けた 

 

について、下記の理由によりその認定の取消しを 

 

 

申し出ます。 

 
（備考） 

 １ 「申請者」には、申請する事業活動計画の代表者を記載すること。 

２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」に

は「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

３ 共同で認定を受けた事業活動計画の変更に係る認定を申請する場合には、申請者欄に各申請者の

住所及び氏名（申請者が法人その他の団体の場合には「主たる事務所の所在地」及び「名称及び代

表者の氏名」）を連記すること。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

５ 必要書類を添付すること。 

 

記 

 

認定の取消しを申し出る理由 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



別記様式第 16号 

 

連携支援計画に係る認定申請書 

 

                              年  月  日 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                   住  所 

                   氏  名 
 

 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等

の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第 11 条第１項の規定に基づき、別

記の計画について認定を受けたいので申請します。 

 

（備考） 

  １ 「申請者」には、連携支援計画の代表者※を記載すること。 

  ２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」

には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

※ ２以上の支援機関が共同で連携支援計画の認定を申請する場合には、代表者を１名定めて

申請を行う他、連名で申請を行うことも可能とする。 

 

（提出する書面の目録）  

【計画全体に係る書面】（必須） 

☐ 別記様式第 17号 連携支援計画 

 

【特例を活用する各々の者に係る書面】 

□ （別添１）連携支援事業に必要な資金の額及びその調達方法 

□ （別添２）設備等の導入又は施設の整備に関する事項 

□ （別添３）財産の処分の制限に係る承認の手続の特例（補助金等交付財産の活用に関する事項） 

 

【その他の添付書類】 

☐ （法人(地方公共団体を除く)の場合）定款又はこれに代わる書面 

☐ （法人でない団体の場合）規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 

 

注：提出する書類にチェック（レ）を付けること。 

 

 



別記様式第 17号 

 

 

連携支援計画 

  

１ 連携支援事業の目標  

 

 

 

 

２ 連携支援事業の内容及び実施時期 

（１）連携支援事業の内容 

 

 

 

 

（２）連携支援事業の実施時期 

実施時期：   年   月 ～    年   月（目標年度） 

 

３ 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項  

（１）連携支援事業を共同で実施する支援機関の名称及び住所並びにその代表者の氏名並

びに当該機関の役割  

  当該連携支援事業を実施する支援機関の 

①名称、②住所、③代表者名  
④当該連携支援事業における役割  

１ 別記様式第 16号「申請者」欄に記載のとおり。     

２     

３     

注１ 連携支援計画を申請する代表者に加え、連携支援計画を共同で行う全ての支援機関の名称及び

住所並びに代表者名並びに当該機関の役割を記載すること。 

２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

 

（２）連携支援事業を共同で実施する支援機関の相互の提携又は連絡に関する事項  

 

 

 

 



４ 特例措置の活用の有無 

活用を希望する特例措置にチェックすること。 

☐ 食品等持続的供給推進機構による債務保証 
別添１及び 

別添２※ 

☐ 
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例（補助金等交付財

産の活用に関する事項） 
別添３ 

注１ 計画に参加する者が活用する全ての特例措置にチェックすること。 

２ 特例措置の活用を希望する者ごとに該当する書類を添付すること。 

３ 設備等の導入又は施設の整備を行う場合は、別添２（※）を添付すること。 

 

５ 確認事項 

☐ 本計画に参加する支援機関が、各々で連携支援事業を実施すること 

☐ 

計画内の営業秘密に関する検討を行い、保護すべき営業秘密がある場合は、「農業

分野における営業秘密の保護ガイドライン」（令和４年３月農林水産省策定）に準

拠した取組を行うこと 

☐ 
特例の活用を希望する場合に、特例に関係する各機関に対し、認定を受けた本計画

の内容を、農林水産省から提供することに同意していること 

☐ 
認定を受けた本計画の概要を農林水産省のホームページにおいて公表することに同

意していること 

 



 

（別添１） 

 

連携支援事業に必要な資金の額及びその調達方法 

 

氏名又は名称：               

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 食品等持続的供給推進機構の債務保証を希望する者ごとに作成すること。 

 

（金額単位：千円）  

調達 

予定 

年度 

使途・用途 事業費 資金調達 

補助金 借入金・出資金 その他 

（自己資金等） 

備考 

       

       

       

       

       

注１ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

２ 借入先金融機関名を「備考」の欄に記載すること。 



 

（別添２） 

 

設備等の導入又は施設の整備に関する事項 

 

氏名又は名称：                        

注１ 法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 設備等の導入又は施設の整備を行う支援機関ごとに記載すること。 

 

１．設備等の導入に関する事項 

導入時期 
番
号 

設備等の種類 
規模・能力・型式等 
（㎡、台、一式等） 

左記の 
販売開始日 

金額 
（千円） 

特例措置 

〇年度 

月        

月       

小計   

○年度 

月       

月       

小計   

○年度 

月       

月       

小計   

合計   

注１ 「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のこと

をいう。 
２ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。  
３ 施設を整備する場合には、必要事項を２に記載すること。 

 

２．施設の整備に関する事項 

（１）連携支援事業に係る施設の整備の内容 

番

号 

施設の内容 施設の用に供する土地 

施設の種類・用
途等 

新設等
の別 

建築 
面積 
（㎡） 

所在 地番 
地目 

面積 
（㎡） 登記簿 現況 

         

         

注１ 記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 

２ 「番号」の欄は、１の番号と対応するように記載すること。 

３ 「施設の種類・用途等」には、導入する施設の種類及び使用目的を記載すること。 

４ 「新設等の別」には、新築、改築、用途変更の別を記載すること。 



 

 

（２）連携支援事業に係る施設の整備を行う時期 

番号 整備を行う時期 

 年  月  日～   年  月  日 

 年  月  日～   年  月  日 

注 「番号」の欄は、（１）の番号と対応するように記載すること。 

 

（備考） 

１に記載した場合は設備等の規模・能力・形式等がわかる資料、２に記載した場合は施設の規模及

び構造を明らかにした図面を添付すること。 

 



（別添３） 

 

財産の処分の制限に係る承認の手続の特例（補助金等交付財産の活用に関する事項） 

（法第 11条第３項関係） 

 

 

補助金等適正化法の特例の対象として申請する補助金等交付財産について、補助金

等交付行政機関、補助金等の名称を記載すること。 

 

１ 補助金等交付財産について 

申請する補助金等交付財産の

名称 

補助金等交付行政機

関名 

補助金等の名称 補助年度 

    

 

２ 申請する補助金等交付財産は、当初の補助金等においてどのような目的・使い道とし

て取得したものか。 

 

 

３ 申請する補助金等交付財産は、転用して何のためにどのように用いるのか。 

 

注１ 当該連携支援事業を行おうとする支援機関が転用しようとする補助金等交付財産に関する補

助金等を交付した各行政機関の補助金等交付財産の転用に係る申請書を添付すること。また、

必要に応じ図面や写真を添付するなど、資料により補助金等交付財産の現状が分かるようにす

ること。 

２ 支援機関は補助金等を交付した各行政機関から追加的に資料を求められることがある点に留

意すること。 



別記様式第 18号 

番     号 

年  月  日 

 

行政機関の長 殿 

 

 

 

   農林水産大臣 

 

 

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進

及び食品等の取引の適正化に関する法律第 11条第３項に規定する事項につい

て（協議） 

 

 

   年  月  日付けで下記の者から別添写しのとおり申請があった連携支援計画の

認定又は変更の認定に関し、同計画に記載された事項に食品等の持続的な供給を実現するた

めの食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年

法律第 59 号）第 11 条第３項に掲げる事項が含まれているため、同条第４項（第 12 条第３

項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、協議する。 

 なお、本協議に対し、同意をしないとき又は同意に条件を付するときは、その理由及び条

件を回答書に付記するようお願いする。 

 

 

記 

 

申請者 

 住所： 

 氏名： 

 

 

（備考） 

  別添として、本協議に係る、連携支援計画に係る認定申請書、連携支援計画及びその添付書類の写し

を添付すること。 



別記様式第 19号 

番     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

 

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等   

 

 

連携支援計画に係る認定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった連携支援計画については、食品等の持続的な供給

を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する

法律（平成３年法律第 59号）第 11条第４項（第 12条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、認定します。 

 

（備考） 

 別添として、本通知に係る、連携支援計画に係る認定申請書及び連携支援計画の写しを添付する 

こと。 

 



別記様式第 20号 

番     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

 

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等   

 

 

連携支援計画に係る不認定通知書 

 

 

 年  月  日付けで認定又は変更の認定の申請のあった連携支援計画については、

下記の理由により、認定をしないものとします。 

 

 

記 

 

認定をしない理由 

 

（備考） 

１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定により、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、農林水産大臣に対して審査

請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



別記様式第 21号 

 

連携支援計画の変更に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                   住  所 

                   氏  名 
 

   年  月  日付け○○○○第○○号で認定を受けた連携支援計画について、下記

のとおり変更したいので、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事

業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第 12 条第

１項の規定に基づき、変更の認定を申請します。 

 

（備考） 

  １ 「申請者」には、連携支援計画の代表者※を記載すること。 

  ２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」

には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

※ ２以上の支援機関が共同で連携支援計画の認定を申請する場合には、代表者を１名定めて申

請を行う他、連名で申請を行うことも可能とする。 

 

記 

 

１ 変更事項の内容 

新 旧 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

３ 変更日 

 

４ 添付を省略する書類（既に提出されている書類のうち、変更のないもの） 



別記様式第 22 号 

 

連携支援計画の実施状況報告書（ 年度） 

 

                          年  月  日 

 農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                      住  所 

                      氏  名 

 

 年 月 日 付け○○○○第○○号で認定を受けた連携支援計画に従い実施している

連携支援事業について、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業

活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）第21条の規定

に基づき、 年度の実施状況を下記のとおり報告します。 

記 

 

１ 連携支援事業の目標の達成状況 

 

 

 

２ 実施した連携支援事業の内容及び適用を受けた支援措置の内容 

 

 

 

３ 確認事項 

☐ 本報告の内容を関係する各機関に対し、農林水産省から提供することに同意していること  

 

（備考） 

  １ 「申請者」には、連携支援計画の代表者もしくは連記した者を記載すること。 

  ２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」に

は「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 



別記様式第 23号 

番     号 

年  月  日 

 

 殿 

 

 

 

  農林水産大臣 又は 地方農政局長等 

 

 

連携支援計画に係る認定取消通知書 

 

 

年  月  日付け○○○○第○○号で認定した連携支援計画については、食品等の

持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適

正化に関する法律（平成３年法律第 59号）第 12条第２項の規定に基づき、下記の理由によ

り認定を取り消します。 

  

記 

 

認定を取り消す理由 

 

 

（備考） 

 １ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定により、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、農林水産大臣に対して審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。 

    なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



 

別記様式第 24号 

 

連携支援計画の認定取消しに係る申出書 

 

                              年  月  日 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

申請者 

                      住 所      

                      氏 名                         

 

  年  月  日付け○○○○第○○号で認定を受けた連携支援計画について、下記の

理由によりその認定の取消しを申し出ます。 

  

記 

 

認定の取消しを申し出る理由 

 

 

（備考） 

  １ 「申請者」には、連携支援計画の代表者もしくは連記した者を記載すること。 

  ２ 申請者が法人その他の団体の場合には、「住所」には「主たる事務所の所在地」を、「氏名」

には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 



 

 

別記様式第 25号の１ 

 

事業承継等状況報告書（各年度・○回目） 

 

 

年  月  日  

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

住 所 

名 称 

 

 

  年 月 日付けで中小企業等経営強化法第 17条第１項の認定を受けたものとみなされ 

た、               における中小企業等経営強化法の特例（経営力向上 

関係）に関する実施状況を下記のとおり報告します。 

 

１．事業承継等（M&A）を行った事業の状況 

 

 

 

２．継続雇用者の状況 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

別記様式第 25号の２ 

 

事業承継等状況報告書（最終年度・○回目） 

 

 

年  月  日  

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

住 所 

名 称 

 

 

  年 月 日付けで中小企業等経営強化法第 17条第１項の認定を受けたものとみなされ 

た、               における中小企業等経営強化法の特例（経営力向上 

関係）に関する実施状況を下記のとおり報告します。 

 

１．事業承継等（M&A）を行った事業の状況 

 

２．継続雇用者の状況 

 

３．経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標の達成状況 

指標の種類 
Ａ開始時の実績

（数値） 

Ｂ終了時の実績

（数値） 

参考：終了時の

目標（数値） 

伸び率 

（（Ｂ－Ａ）／

Ａ）（％） 

     

 

４．修正 ROA又は有形固定資産回転率の達成状況 

（中小企業経営強化税制Ｄ類型を活用した場合のみ） 

指標の種類 
Ａ開始時の実績

（数値） 

Ｂ終了時の実績

（数値） 

参考：終了時の

目標（数値） 

伸び幅（B-A）又

は伸び率（（Ｂ－

Ａ）／Ａ）（％） 

     

 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

 

別記様式第 25 号の３ 

 

認定安定取引関係確立事業活動計画等における 

中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係）に関する 

事業の承継報告書（及び事業承継等事前調査報告書） 

 

年  月  日 

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

住    所 

名 称 及 び 

代表者の氏名          

 

 

年 月 日付けで中小企業等経営強化法第 17 条第１項の認定を受けたものとみなされた、 

                における中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係）に 

関する事項の内容に従って事業を承継したことを、食品等の持続的な供給を実現するための食品

等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第 21 条の規定に基づき

報告します。 

 

記 

 

・実施した経営力向上の内容 

 

・（事業承継等事前調査を実施した場合、）実施した事業承継等事前調査の内容 

 

（備考） 

イ．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 ロ．経営力向上に関する命令（平成 28 年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第２号）第４条第１項各号に掲げる書類を添付すること。 

 

（記載要領） 

実施した経営力向上の内容については、事業承継等の概要及びその実施時期を記載する。 

実施した事業承継等事前調査の内容については、当該調査の内容について記載し、調査の内

容を補足する書類を添付する。 

安定取引関係確立事業活動計画 

流通合理化事業活動計画 

環境負荷低減事業活動計画 

消費者選択支援事業活動計画 



 

 

別記様式第 25 号の４ 

 

認定安定取引関係確立事業活動計画等における 

中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係）に関する 

事業の承継及び事業承継等事前調査報告書 

 

年  月  日 

 

農林水産大臣 又は 地方農政局長等 殿 

 

住    所 

名 称 及 び 

代表者の氏名          

 

 

 年 月 日付けで中小企業等経営強化法第 17 条第１項の認定を受けたものとみなされた、 

               における中小企業等経営強化法の特例（経営力向上関係）に 

関する事項の内容に従って事業を承継したこと及び事業承継等事前調査を実施したことを、食品

等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適

正化に関する法律第 21 条の規定に基づき報告します。 

 

記 

・実施した経営力向上の内容 

 

・実施した事業承継等事前調査の内容 

 

・表明保証保険契約（他の会社の株式又は持分の取得に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補

する保険に係る契約）の締結（□有／□無） 

 

（当該契約を締結している場合） 

・支払限度額（当該契約に係る支払保険金の上限）は５億円以下である（□） 

 

（備考） 

イ．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

ロ．経営力向上に関する命令（平成 28 年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第２号）第５条第１項各号に掲げる書類を添付すること。 

安定取引関係確立事業活動計画 

流通合理化事業活動計画 

環境負荷低減事業活動計画 

消費者選択支援事業活動計画 



 

 

（記載要領） 

実施した経営力向上の内容については、事業承継等の概要及びその実施時期を記載する。 

実施した事業承継等事前調査の内容については、当該調査の内容について記載し、調査の内

容を補足する書類を添付する。 

表明保証保険契約の締結については、締結の有無について記載し、締結をしている場合には、

支払限度額（当該契約に係る支払保険金の上限）を証する書類を添付する。 
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別記様式第25号の５ 

 

年度における認定安定取引関係確立事業計画等における産業競争力強化法の特例 

（事業再編関係）に関する実施状況報告書 

 

年  月  日 

農林水産大臣 殿 

住所 

名称 

代表者の氏名 

 

年 月 日付けで産業競争力強化法第23条第１項の認定を受けたものとみなされた 

における、産業競争力強化法の特例（事業再編関係）に 

関する 年度の実施状況を下記のとおり報告します。 

 

 

記 

１．事業再編に係る目標の達成状況 
（１）事業再編に係る目標の達成状況 

 
 
（２）生産性の向上を示す数値の達成状況（別記様式第２号別添７に記載した指標を用いる。） 

 
 
（３）財務内容の健全性の向上を示す数値（別記様式第２号別添７に記載した指標を用いる。） 

 
 
２．実施した事業再編に係る内容及び適用を受けた支援措置の内容 

※２については、次の別表により、安定取引関係確立事業活動計画等の認定を受けた事業者及び関係

事業者又は外国関係法人が実施した措置等について、計画と実績を対比させてそれぞれ記載する。記

載においては、必要に応じ、以下の内容も記載すること。 
イ．指定金融機関から融資を受けた場合には、金融機関名及び当該金融機関に係る金額を記載する。

また、安定取引関係確立事業活動計画等における事業再編関係においては、設備投資額が指定金融

機関からの融資額よりも金額が少ない場合にはその理由も併せて記載する。 
ロ．中小企業投資育成株式会社による出資等を受けた場合には、その旨を記載する。 
ハ．株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた場合には、その金額を記載する。 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 
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３．事業再編に伴う労務に関する事項 
※３については、計画と実績を対比させて記載する。なお、（３）、（４）及び（５）については、

最終年度の報告において、安定取引関係確立事業活動計画等における事業再編関係に係る期間全体の

数値も報告する。 
（１）安定取引関係確立事業活動計画等における、事業再編関係の開始時期の従業員数 
（２）当該事業年度末の従業員数 
（３）当該事業年度中、安定取引関係確立事業活動計画等における、事業再編関係に充てた従業員数 
（４）（３）のうち、新規採用された従業員数 
（５）安定取引関係確立事業活動計画等における、事業再編関係に伴い当該事業年度中に出向し、又は

解雇された従業員数 
 

別表 

実施した事業再編に係る内容及び適用を受けた支援措置の内容 

区 分 計 画 実 績 

実施内容等   

 

 

（備考）  
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  



 

 

別記様式第 25号の６ 

 

年度（第１四半期・第２四半期・第３四半期・第４四半期）における 
認定安定取引関係確立事業計画等の産業競争力強化法の特例（事業再編関係）の 

四半期実施状況報告書 
 

年  月  日 

農林水産大臣 殿 

 

 

法 人 番 号 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

  年  月  日付けで産業競争力強化法第23条第１項の認定を受けたものとみなされた 

における、産業競争力強化法の特例（事業再編関係）に 

関する  年度（第１四半期・第２四半期・第３四半期・第４四半期）の実施状況を下記のとおり報

告します。 

 

 

記 

 

１．売上の推移 

２．有利子負債残高の推移 

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．及び２．については、総額、前年同期比及び認定安定取引関係確立事業活動計画等における産業

競争力強化法の特例（事業再編関係）に関連する再建計画との比較について記載する。 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

 

別記様式第 25号の７ 

 

年度における認定安定取引関係確立事業計画等における産業競争力強化法の特例 
（事業再編関係）の適時実施状況報告書 

 

年  月  日 

農林水産大臣 殿 

 

法 人 番 号  

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

  年  月  日付けで産業競争力強化法第23条第１項の認定を受けたものとみなされた 

 

 

の実施に当たり、下記の事項が発生したため報告します。 

 

 

記 

 

発生した事項 

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

産業競争力強化法施行規則第48条第５項各号に掲げる事項に照らして記載する。 

安定取引関係確立事業活動計画 
流通合理化事業活動計画 
環境負荷低減事業活動計画 
消費者選択支援事業活動計画 



 

 

別記様式第 25号の８ 

 

年度における認定環境負荷低減事業活動計画における 

産業競争力強化法の特例（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する 

実施状況報告書 

 

年  月  日 

農林水産大臣 殿 

 

 
法 人 番 号  

住 所 

名 称 

代 表 者 の 氏 名  

 

  年  月  日付けで産業競争力強化法第21条の22第１項の認定を受けたものとみなされた環

境負荷低減事業活動計画における、産業競争力強化法の特例（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関

係）に関する  年度の実施状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標の達成状況 

（１）環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の目標の達

成状況 

 
 

（２）生産性を相当程度向上させることを示す目標の達成状況 

 
 

（３）財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況 

 
 

２．実施した環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容及び適用

を受けた支援措置（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係るものに限る。）の内容 

 
 

３．その他 

 



 

 

 

（備考） 

 １．申請者が個人事業主の場合には名称及び法人番号の記載は不要とする。 

 ２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標の達成状況 

（１）環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る事業の目標の

達成状況を要約的に記載する。 

（２）生産性を相当程度向上させることを示す目標の達成状況（認定環境負荷低減事業活動計画のうち

産業競争力強化法（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する事項に記載した指標を用

いる。）を記載する。 

（３）財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況（認定環境負荷低減事業活動計画のうち産業競争

力強化法（エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係）に関する事項に記載した指標を用いる。）

を記載する。 

２．実施した環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容及び適

用を受けた当該事業適応に係る支援措置の内容については、別表により計画と実績を対比させて記

載する。 

（１）指定金融機関から融資を受けた場合には、金融機関名及び当該金融機関に係る金額を記載する。 

（２）租税特別措置法に基づく課税の特例措置の適用を受けた場合において、産業競争力強化法施行規

則第51条第１項又は第２項の規定に基づき、同規則第48条第１項の規定による報告に併せて課税

の特例に関する報告をするときは、その内容を記載する。 

なお、準備金方式による特別償却を行ったときは、特別償却準備金を積み立てた旨及びその積立

額（損金に算入した額）を記載すること。また、特別償却不足額がある場合において当該特別償却

不足額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額を損金に算入したときはその額を、又は準

備金方式による特別償却を行った際にその積立額が特別償却限度額に満たない場合において当該

特別償却限度額と積立額の差額の範囲内で特別償却準備金を積み立てたときは特別償却準備金を

積み立てた旨及びその積立額（損金に算入した額）を記載する。 

３．その他特筆すべき事項を記載する。 

 

別表 

実施した環境負荷低減事業活動計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容及び適用を

受けた支援措置（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係るものに限る。）の内容 

区 分 計  画 実  績 

実施内容等   
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